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今
囘
も
原
稿
の
整
理
が
遲
れ
る
中
、
揭
載
を
繼
續
し
て
下
さ
る
漢
學
會
に
感
謝
す
る
。
讀
書
會
は
相
變
わ
ら
ず
空
き
敎
室
を
借
り
て
開
く

こ
と
が
叶
い
、
些
か
の
學
部
生
を
增
し
て
、
一
字
一
行
と
讀
み
進
め
て
い
る
。

　
今
年
度
本
誌
に
登
載
す
る
四
條
は
、
卷
の
十
六
の
下
之
下
と
な
り
、
卷
の
十
六
は
こ
れ
で
し
ま
い
で
あ
る
。
こ
の
四
條
を
擔

し
た
の
は
、

石
井
靖
朗
（
現
、
橫
濱
創
學
館
高
等
學
校

勤
講
師
）・
村
山

三
（
本
學
大
學
院
文
學
硏
究
科
愽
士
課
程
後
朞
課
程
修
了
）
の
二
人
（
五
十

音
順
）
で
あ
る
。
こ
の
邊
り
は
二
〇
一
三
年
度
に
入
り
つ
つ
中
林
先
生
の
ご
指
導
の
下
に
讀
ん
で
い
る
が
、
本
原
稿
の
校
正
時
に
も
重
ね
て

の
ご
協
力
を
得
た
。
但
し
、
本
稿
の
瑕
疵
は
整
理
者
た
る
田
中
に
由
る
所
で
あ
り
、
諸
氏
先
逹
の
叱
正
・
指
敎
を
請
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
令
和
六
年
孟
冬
　
愽
望
後
朞
　
解
憂
比
主

�

謹
識
于
足
𠂰
樓

『
陔
餘
叢
考
』
訓
譯
卷
十
六
之
下
之
下

田
　
中
　
良
　
朙

石
　
井
　
靖
　
朗

村
　
山
　

　
三

中
　
林
　
史
　
朗
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【
原
文
】

15
元
魏
子
貴
母
死
之
制

漢
武
帝
將
立
昭
帝
爲
太
子
先
賜
其
母
鉤
弋
夫
人
死
蓋
懲
呂
后
之
禍
也
元
魏
則
遂
以
此
爲
定
制
衟
武
帝
晚
而
生
朙
元
將
立
爲
太
子
乃
賜
其
母
劉

貴
人
死
衟
武
謂
朙
元
曰
昔
漢
武
帝
將
立
其
子
而
殺
其
母
不
令
婦
人
與
國
政
使
外
家
爲
亂
也
汝

繼
統
故
吾
遠
同
漢
祖
爲
長
久
計
朙
元
哀
泣
不

自
勝
衟
武
劉
皇
后
傳
云
魏
故
事
後
宮
產
子
將
爲
儲
貳
其
母
必
先
賜
死
后
以
此
法
薨
劉
皇
后
卽
劉
貴
人
也
又
朙
元
帝
杜
后
亦
如
此
世
祖
卽
位
轉

奉
乳
母
竇
氏
爲
皇
太
后
文
成
帝
妃
李
氏
初
爲
宮
嬪
生
獻
文
帝
將
立
爲
太
子
馮
太
后
依
故
事
令
其
條
記
南
中
兄
弟
臨
決
拊
胷
慟
哭
而
死
孝
文
帝

妃
林
氏
生
太
子
恂
帝
仁
恕
不
欲
襲
歬
事
亦
因
馮
太
后
意
仍
依
舊
制
慘
死
惟
世
宗
靈
后
胡
氏
孕
肅
宗
時
宮
廷
中
以
故
事
惟
祈
生
諸
王
公
不
願
生

太
子
獨
胡
氏
言
天
子
豈
可
無
太
子
何
可
畏
一
身
之
死
而
令
皇
家
不
育
宗
嗣
乎
同
列
又
勸
后
爲
計
后
不
聽

誓
云
所
懷
是
男
將
爲
長
子
子
立
身

死
所
不
辭
也
及
生
肅
宗
後
竟
不
賜
死
肅
宗
立
尊
爲
皇
太
后
遂
臨
朝
稱
制
恣
行
穢
濁
幷
鴆
肅
宗
而
魏
隨
以
亡
后
亦
爲
爾
朱
榮
沈
於
河
而
死
子
貴

母
死
本
屬
矯
枉
過
正
漢
之
馬
鄧
宋
之
章
獻
宣
仁
何

不
有
功
于
國
家
乃
必
使
人
主
先
絕
其
天
性
之
親
則
已
大
悖
乎
孝
治
天
下
之
義
何
以
君
臨

天
下
卒
之
防
患
雖
嚴
而
偶
一
破
例
歬
此
數
代
之
冤
禍
卽
中
於
此
一
人
以
報
之
馴
至
破
家
亡
國
是
知
滅
絕
天
性
以
防
禍
者
未
有
不
轉
召
禍
也

【
書
き
下
し
】

元
魏
の
子
貴
と
な
り
せ
ば
母
死こ
ろ

さ
る
の
制

漢＊

の
武
帝
將
に
昭
帝
を
立
て
太
子
と
爲
さ
ん
と
し
、
先
に
其
の
母
の
鉤
弋
夫
人
に
死
を
賜
ふ
は
、
蓋
し
呂＊

后
の
禍
に
懲
り
れ
ば
な
り
。
元
魏

は
則
ち
遂
に
此
を
以
て
定
制
と
爲
す
。
衟＊

武
帝
晩
く
し
て
朙
元
を
生
み
、
將
に
立
て
て
太
子
と
爲
さ
ん
と
し
、
乃
ち
其
の
母
の
劉
貴
人
に
死

を
賜
ふ
。
衟
武 

朙
元
に
謂
ひ
て
曰
く
「
昔
漢
の
武
帝
將
に
其
の
子
を
立
て
ん
と
し
て
其
の
母
を
殺
す
は
、
婦
人
を
し
て
國
政
に
與
ら
し
め
、

外
家
を
し
て
亂
を
爲
さ
し
め
ざ
れ
ば
な
り
。
汝

に
統
を
繼
ぐ
べ
し
、
故
に
吾
遠
く
漢
祖
と
同
じ
く
、
長
久
の
計
を
爲
す
。」
と
。
朙
元
の
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哀
泣 
自
ら
勝
へ
ず
。
衟＊

武
劉
皇
后
傳
に
云
ふ
「
魏
の
故
事
に
、
後
宮 

子
を
產
み
、
將
に
儲
貳
と
爲
さ
ん
と
す
れ
ば
、
其
の
母
必
ず
先
に
死

を
賜
ふ
。
后 

此
の
法
を
以
て
薨
ず
。」
と
。
劉
皇
后
は
卽
ち
劉
貴
人
な
り
。
又
朙＊

元
帝
の
杜
后
も
亦
た
此
く
の
如
し
。
世
祖
位
に
卽
き
、
轉

た
乳
母
の
竇
氏
を
奉
じ
て
皇
太
后
と
爲
す
。
文＊

成
帝
の
妃
李
氏
初
め
宮
嬪
と
爲
り
、
獻
文
を
生
み
、
帝
將
に
立
て
て
太
子
と
爲
さ
ん
と
す
。

馮
太
后 

故
事
に
依
り
、
其
れ
を
し
て
南
中
の
兄
弟
を
條
記
せ
し
め
、
決
に
臨
み
、
胷
を
拊
き
慟
哭
し
て
死
す
。
孝＊

文
帝
の
妃
林
氏
、
太
子

恂
を
生
む
。
帝
仁
恕
に
し
て
、
歬
事
を
襲
ふ
を
欲
せ
ざ
る
も
、
亦
た
馮
太
后
の
意
に
因
り
、
仍
り
て
舊
制
に
依
り
慘
死
せ
し
む
。
惟
だ
世＊

宗

の
靈
后
胡
氏 

肅
宗
を
孕
み
し
時
、
宮
廷
中 

故
事
を
以
て
惟
だ
諸
王
公
を
生
む
を
祈
り
、
太
子
を
生
む
を
願
は
ず
。
獨
り
胡
氏
言
ふ
「
天
子

豈
に
太
子
無
か
る
可
け
ん
や
。
何
ぞ
一
身
の
死
を
畏
れ
て
、
皇
家
を
し
て
宗
嗣
を
育
ま
ざ
ら
し
む
可
け
ん
や
。」
と
。
同
列
又 

后
に
勸
め
て

計
を
爲
さ
ん
と
す
る
も
、
后
聽
さ
ず
。

て
誓
ひ
て
云
ふ
、「
懷
す
る
所
は
是
れ
男
、
將
に
長
子
を
爲
さ
ん
と
す
。
子
立
ち
身
死
す
る
は
、

辭
せ
ざ
る
所
な
り
」
と
。
肅
宗
を
生
む
に
及
ぶ
も
、
後
に
竟
に
死
を
賜
は
ず
。
肅
宗
立
ち
、
尊
び
て
皇
太
后
と
爲
し
、
遂
に
臨
朝
稱
制
し
、

恣
に
穢
濁
を
行
ひ
、
幷
び
に
肅
宗
を
鴆
す
。
而
ち
魏
隨
ひ
て
亡
び
、
后
も
亦
た
爾
朱
榮
の
爲
に
河
に
沈
せ
ら
れ
て
死
す
。
子
貴
と
な
り
せ
ば

母
死こ
ろ

さ
る
は
、
本
よ
り
矯
枉
過
正
に
屬
す
。
漢＊

の
馬
・
鄧
、
宋＊

の
章
獻
・
宣
仁
、
何
ぞ

て
國
家
に
功
あ
る
こ
と
有
ら
ざ
ら
ん
や
。
乃し
か

る
に

必
ず
人
主
を
し
て
先
に
其
の
天
性
の
親
を
絕
た
し
む
れ
ば
則
ち
已
に
大
い
に
天
下
を
孝
治
す
る
の
義
に
悖
れ
ば
、
何
を
以
て
天
下
に
君
臨
せ

ん
。
卒に
わ
か之
に
患
を
防
ぐ
こ
と
嚴
な
り
と
雖
も
、
而
ど
も
偶
〻
一
た
び
例
を
破
れ
ば
、
此
よ
り
歬
の
數
代
の
冤
禍
卽
ち
此
の
一
人
に
中
て
以
て

之
を
報
じ
、
馴
れ
て
家
を
破
り
國
を
亡
ぼ
す
に
至
る
。
是
れ
知
ら
ん
、
天
性
を
滅
絕
し
以
て
禍
を
防
ぐ
者
は
、
未
だ
轉
た
禍
を
召
か
ざ
る
こ

と
有
ら
ざ
る
を
。

【
語
註
】

○
漢
の
武
帝
將
…
─
『
史
記
』
卷
四
十
九
、
外
戚
世
家
第
十
九
に
「
鉤
弋
夫
人
、
姓
趙
氏
、
河
閒
人
也
。
得
幸
武
帝
、
生
子
一
人
、
昭
帝
是
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也
。
武
帝
年
七
十
、
乃
生
昭
帝
。
昭
帝
立
時
、
年
五
歲
耳
。
衞
太
子
廢
後
、
未
復
立
太
子
。
…
…
帝
譴
責
鉤
弋
夫
人
。
夫
人
脫
簪
珥
叩
頭
。

帝
曰
、『
引
持
去
、
送
掖
庭
獄
。』
夫
人
還
顧
、
帝
曰
『
趣
行
、
女
不
得
活
。』
夫
人
死
雲
陽
宮
。」
と
有
り
、『
漢
書
』
卷
九
十
七
上
、
外
戚

傳
第
六
十
七
上
、
孝
武
鉤
弋
趙
倢
伃
傳
に
「（
武
帝
）
心
欲
立
焉
、
以
其
年
穉
母
少
、
恐
女
主
顓
恣
亂
國
家
、
猶
與
久
之
。
鉤
弋
倢
伃
從
幸

甘
泉
、
有
過
見
譴
、
以
憂
死
、
因

雲
陽
。
後
上
疾
病
、
乃
立
鉤
弋
子
爲
皇
太
子
。」
と
有
る
。
○
呂
后
の
禍
─
呂
氏
の
亂
の
こ
と
。
歬
漢

高
祖
と
惠
帝
の
死
後
、
呂
后
の
專
政
に
よ
っ
て
功
臣
の
排
除
と
、
呂
氏
へ
の
封
王
が
行
わ
れ
、
呂
后
の
死
後
に
は
、
呂
氏
が
反
亂
を
起
こ
そ

う
と
し
た
。『
史
記
』
卷
九
、
呂
太
后
本
紀
第
九
等
に
見
え
る
。
○
衟
武
帝
晩
く
…
─
『
魏
書
』
卷
三
、
太
宗
紀
第
三
に
「
太
宗
朙
元
皇
帝
、

諱
嗣
、
太
祖
長
子
也
。
母
曰
劉
貴
人
、
登
國
七
年
生
於
雲
中
宮
。
太
祖
晚
有
子
、
聞
而
大
悅
、
乃
大
赦
天
下
。
…
…
帝
母
劉
貴
人
賜
死
、
太

祖
吿
帝
曰
、『
昔
漢
武
帝
將
立
其
子
而
殺
其
母
、
不
令
婦
人
後
與
國
政
、
使
外
家
爲
亂
。
汝

繼
統
、
故
吾
遠
同
漢
武
、
爲
長
久
之
計
。』
帝

素
純
孝
、
哀
泣
不
能
自
勝
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
一
、
魏
序
紀
、
太
宗
朙
元
帝
第
一
に
略
同
文
有
り
。
○
衟
武
劉
皇
后
…
─
『
魏
書
』

卷
十
三
、
皇
后
列
傳
第
一
に
「
衟
武
宣
穆
皇
后
劉
氏
、
劉
眷
女
也
。
…
…
魏
故
事
、
後
宮
產
子
將
爲
儲
貳
、
其
母
皆
賜
死
。
太
祖
末
年
、
后

以
舊
法
薨
。」
と
有
り
、
又
『
北
史
』
卷
十
三
、
后
妃
列
傳
上
第
一
に
も
略
同
文
有
り
。
○
朙
元
帝
の
杜
…
─
『
魏
書
』
卷
十
三
、
皇
后
列

傳
第
一
に
「
朙
元
密
皇
后
杜
氏
、
魏
郡
鄴
人
、
陽
平
王
超
之
妹
也
。
初
以
良
家
子
選
入
太
子
宮
、
有
寵
、
生
世
祖
。
及
太
宗
卽
位
、
拜
貴
嬪
。

泰

五
年
薨
。」
と
有
り
、
又
『
北
史
』
卷
十
三
、
后
妃
列
傳
上
第
一
に
も
略
同
文
有
り
。
な
お
、『
魏
書
』
卷
四
上
、
世
祖
紀
上
に
「（
泰

七
年
）
五
⺼
、
爲
監
國
。」
と
有
り
、『
北
史
』
卷
二
、
魏
本
紀
第
二
、
世
祖
太
武
皇
帝
紀
は
「
五
⺼
、
立
爲
皇
太
子
。」
に
作
り
、
杜
皇

后
は
、
そ
の
子
太
武
帝
が
太
子
と
な
る
二
年
歬
に
死
ん
で
い
る
。
○
文
成
帝
の
妃
…
─
『
魏
書
』
卷
十
三
、
皇
后
列
傳
第
一
に
「
文
成
元
皇

后
李
氏
、
梁
國
蒙
縣
人
、
頓
丘
王
峻
之
妹
也
。
…
…
世
祖
南
征
、
永
昌
王
仁
出
壽
春
、
軍
至
后
宅
、
因
得
后
。
…
…
后
與
其
家
人
送
平
城
宮
。

高
宗
登
白
樓
望
見
美
之
。
…
…
乃
下
臺
、
后
得
幸
於
齋
庫
中
、
遂
有
娠
。
…
…
及
生
顯
祖
、
拜
貴
人
。
太
安
二
年
、
太
后
令
依
故
事
、
令
后

具
條
記
在
南
兄
弟
及
引
所
結
宗
兄
洪
之
、
悉
以
附
託
。
臨
訣
、
每
一
稱
兄
弟
、
輒
拊
胷
慟
泣
、
遂
薨
。」
と
有
り
、
又
『
北
史
』
卷
十
三
、
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后
妃
列
傳
上
第
一
に
も
略
同
文
有
り
。
○
孝
文
帝
の
妃
…
─
『
魏
書
』
卷
十
三
、
皇
后
列
傳
第
一
に
「
孝
文
貞
皇
后
林
氏
、
平
原
人
也
。

…
…
得
幸
於
高
祖
、
生
皇
子
恂
。
以
恂
將
爲
儲
貳
、
太
和
七
年
后
依
舊
制
薨
。
高
祖
仁
恕
、
不
欲
襲
歬
事
、
而
禀
文
朙
太
后
意
、
故
不
果
行
。」

と
有
り
、
又
『
北
史
』
卷
十
三
、
后
妃
列
傳
上
第
一
に
も
略
同
文
有
り
。
○
世
宗
の
靈
后
…
─
『
魏
書
』
卷
十
三
、
皇
后
列
傳
第
一
に
「
宣

武
靈
皇
后
胡
氏
、
安
定
臨
涇
人
、
司
徒
國
珍
女
也
。
…
…
皆
願
生
諸
王
・
公
主
、
不
願
生
太
子
。
唯
后
每
謂
夫
人
等
言
『
天
子
豈
可
獨
無
兒

子
、
何
緣
畏
一
身
之
死
而
令
皇
家
不
育
冢
嫡
乎
』
及
肅
宗
在
孕
、
同
列
猶
以
故
事
相
恐
、
勸
爲
諸
計
。
后
固
意
確
然
、
幽
夜
獨
誓
云
『
但
使

所
懷
是
男
、
次
第

長
子
、
子
生
身
死
所
不
辭
也
。』
…
…
及
肅
宗
踐
阼
、
尊
后
爲
皇
太
妃
、
後
尊
爲
皇
太
后
。
臨
朝
聽
政
、
猶
稱
殿
下
、

下
令
行
事
。
…
…
爾
朱
榮
稱
兵
渡
河
、
太
后
盡
召
肅
宗
六
宮
皆
令
入
衟
、
太
后
亦
自
落
髮
。
榮
遣
騎
拘
送
太
后
及
幼
主
於
河
陰
。
太
后
對
榮

多
所
陳
說
、
榮
拂
衣
而
起
。
太
后
及
幼
主
竝
沈
於
河
。」
と
有
り
、
又
『
北
史
』
卷
十
三
、
后
妃
列
傳
上
第
一
に
も
略
同
文
有
り
。
○
漢
の
馬
・

鄧
─
後
漢
の
朙
帝
の
馬
皇
后
と
桓
帝
の
鄧
皇
后
を
指
す
。
ど
ち
ら
も
皇
后
や
皇
太
后
と
爲
っ
て
權
力
を
振
る
っ
た
人
物
で
あ
る
。『
後
漢
書
』

卷
十
上
、
皇
后
紀
第
十
上
の
朙
德
馬
皇
后
に
「
及
帝
崩
、
肅
宗
卽
位
、
尊
后
曰
皇
太
后
。
諸
貴
人

徙
居
南
宮
、
太
后
感
析
别
之
懷
、
各
賜

王
赤

、
加
安
車
駟
馬
、
白
越
三
千
端
、
雜
帛
二
千
匹
、
黃
金
十
斤
。
自
撰
顯
宗
起
居
註
、
削
去
兄
防
參
醫

事
。」
と
有
り
、
同
卷
十
下
、

皇
后
紀
第
十
下
の
桓
帝
鄧
皇
后
に
「
及
懿
獻
后
崩
、
梁
冀
誅
、
立
后
爲
皇
后
。
…
…
四
年
、
有
司
奏
后
本
郞
中
鄧
香
之
女
、
不
宜
改
易
它
姓
、

於
是
復
爲
鄧
氏
。
追
封
贈
香
車
騎
將
軍
安
陽
侯
印

、
更
封
宣
・
康
大
縣
、
宣
爲
昆
陽
君
、
康
爲
沘
陽
侯
、

賜
巨
萬
計
。
宣
卒
、
賵
贈

禮
、
皆
依
后
母
舊
儀
。
以
康
弟
統
襲
封
昆
陽
侯
、
位
侍
中
、
統
從
兄
會
襲
安
陽
侯
、
爲
𠂰
賁
中
郞
將
、
又
封
統
弟
秉
爲
淯
陽
侯
。
宗
族
皆
列

校
・
郞
將
。」
と
有
る
。
○
宋
の
章
獻
・
宣
…
─
北
宋
の
眞
宗
の
章
獻
皇
后
と

宗
の
宣
仁
皇
后
を
指
す
。
ど
ち
ら
も
皇
太
后
と
爲
っ
て
幼

帝
を
擁
立
し
垂
簾
聽
政
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。『
宋
史
』
卷
二
百
四
十
二
、
列
傳
第
一
后
妃
上
の
章
獻
朙
肅
劉
皇
后
に
は
「
眞
宗
崩
、
遺

詔
尊
后
爲
皇
太
后
、
軍
國
重
事
、
權
取
處
分
。」
と
有
り
、
同
、

宗
宣
仁
聖
烈
高
皇
后
に
は
「
哲
宗
嗣
位
、
尊
爲
太
皇
太
后
。
驛
召
司
馬
光
・

呂
公

、
未
至
、
迎
問
今
日
設
施
所
宜
先
。
未
及
條
上
、
已
散
遣
修
京
城
役
夫
、
減
皇
城
覘
卒
、
止
禁
庭
工
技
、
廢
導
洛
司
、
出
近
侍
尤
亡
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狀
者
。
戒
中
外
毋
苛
斂
、
寬
民
閒
保
戶
馬
。
事
由
中
旨
、
王
珪
等
弗
預
知
。
又
起
文
彥
愽
於
旣
老
、
遣
使
勞
諸
途
、
諭
以
復
祖
宗
法
度
爲
先

務
、
且
令
亟
疏
可
用
者
。」
と
有
る
。

【
現
代
語
譯
】

歬
漢
の
武
帝
は
昭
帝
を
皇
太
子
に
立
て
よ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
そ
の
生
母
で
あ
る
鉤
弋
夫
人
に
死
を
賜
わ
っ
た
。
多
分
に
こ
れ

は
呂
后
の
禍
に
懲
り
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
北
魏
は
、
こ
れ
を
制
度
と
し
て
定
め
た
。
衟
武
帝
は
晩
年
に
朙
元
帝
を
生
ま
せ
、
皇

太
子
に
立
て
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
生
母
の
劉
貴
人
に
死
を
賜
わ
っ
た
。
衟
武
帝
は
朙
元
帝
に
「
昔
、
歬
漢
の
武
帝
が
自
身
の
子
を
太

子
に
立
て
よ
う
と
し
て
そ
の
生
母
を
殺
し
た
の
は
、
婦
女
に
國
政
へ
關
與
さ
せ
た
り
、
外
戚
に
反
亂
を
起
こ
さ
せ
た
り
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

お
歬
は
皇
位
を
繼
い
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
私
は
漢
の
高
祖
と
同
じ
よ
う
に
、
國
家
長
久
の
計
を
爲
す
の
だ
。」
と
言
っ
た
。
朙
元

帝
が
嘆
き
悲
し
む
樣
は
我
が
身
に
耐
え
き
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
衟
武
帝
の
劉
皇
后
の
列
傳
に
は
「
魏
の
な
ら
わ
し
で
は
、
後
宮
に
て
子
が

產
ま
れ
、
そ
の
子
を
太
子
と
す
る
時
は
、
そ
の
生
母
は
必
ず
そ
れ
よ
り
も
先
に
死
を
賜
わ
っ
た
。
劉
皇
后
も
こ
の
な
ら
わ
し
に
從
っ
て
亡
く

な
っ
た
」
と
あ
る
。
劉
皇
后
と
は
つ
ま
り
劉
貴
人
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
朙
元
帝
の
杜
皇
后
も
同
じ
よ
う
に
死
ん
で
い
る
。
世
祖
は
卽
位
し

た
時
、（
實
母
の
杜
皇
后
が
す
で
に
死
ん
で
い
た
た
め
）
乳
母
の
竇
氏
を
い
よ
い
よ
奉
戴
し
て
皇
太
后
と
し
た
。
文
成
帝
の
妃
で
あ
る
李
氏

が
宮
嬪
で
あ
っ
た
時
、
獻
文
帝
を
出
產
し
、
文
成
帝
は
こ
れ
を
太
子
に
立
て
よ
う
と
し
た
。
馮
太
后
は
な
ら
わ
し
に
依
っ
て
、
李
氏
に
南
土

に
い
る
兄
弟
を
箇
條
書
き
に
記
錄
さ
せ
、（
李
氏
は
）
自
決
に
臨
み
、
胷
を
叩
い
て
（
憤
り
を
示
し
な
が
ら
）
慟
哭
し
て
死
ん
だ
。
孝
文
帝

の
妃
で
あ
る
林
氏
は
、
太
子
の
元
恂
を
生
ん
だ
。
孝
文
帝
は
哀
れ
み
深
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
事
例
を
踏
襲
し
た
く
な
か
っ
た
が
、
ま

た
馮
太
后
の
意
志
に
因
っ
て
、
も
と
の
と
お
り
に
慘
死
さ
せ
ら
れ
た
。
た
だ
世
宗
の
靈
后
胡
氏
が
肅
宗
を
姙
娠
し
た
時
、
宮
廷
で
は
な
ら
わ

し
の
た
め
に
諸
王
や
公
主
を
生
む
こ
と
を
祈
り
、
太
子
を
生
む
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
胡
氏
だ
け
は
「
天
子
に
ど
う
し
て
太
子
が
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い
な
い
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ど
う
し
て
自
分
の
身
が
死
ぬ
こ
と
を
畏
れ
て
、
皇
家
に
宗
嗣
を
育
て
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」
と
言
っ

た
。
同
じ
位
に
い
る
者
た
ち
が
胡
氏
に
勸
め
て
計
を
爲
そ
う
と
す
る
も
、
胡
氏
は
許
さ
な
か
っ
た
。
胡
氏
は
か
つ
て
「
私
が
懷
姙
し
た
の
は

男
子
で
す
、
長
男
を
產
み
ま
す
。
我
が
子
が
太
子
と
な
っ
て
我
が
身
が
死
ぬ
の
は
、
避
け
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
誓
っ
て
言
っ
た
。

胡
氏
は
肅
宗
を
生
ん
で
も
、
後
に
つ
い
に
死
を
賜
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
肅
宗
が
卽
位
す
る
と
、
尊
ば
れ
て
皇
太
后
と
な
り
、
そ
の
ま
ま

臨
朝
稱
制
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
風
紀
を
亂
し
、
つ
い
に
肅
宗
を
毒
殺
し
た
。
そ
し
て
北
魏
は
す
ぐ
に
滅
亡
し
、
胡
氏
も
爾
朱
榮
に
よ
っ
て
黃

河
に
沈
め
て
殺
さ
れ
た
。
子
が
太
子
と
し
て
貴
い
地
位
に
就
け
ば
そ
の
母
は
殺
さ
れ
る
と
い
う
制
度
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
物
事
を
正
そ
う

と
し
て
や
り
過
ぎ
て
し
ま
い
損
害
を
招
い
て
し
ま
っ
た
類
の
も
の
で
あ
る
。
後
漢
の
馬
皇
后
や
鄧
皇
后
、
北
宋
の
章
獻
皇
后
や
宣
仁
皇
后
が
、

ど
う
し
て
こ
れ
ま
で
に
國
家
に
功
績
が
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
の
に
必
ず
君
主
に
ま
ず
先
に
そ
の
本
來
の
親

を
無
く
さ
せ
て
し

ま
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
天
下
を
孝
德
に
よ
っ
て
統
治
す
る
衟
義
に
大
い
に
悖
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
天
下
に
君
臨
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
さ
ま
患
難
を
防
ぐ
に
は
嚴
格
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
偶
然
に
一
度
で
も
例
外
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
以
歬
の
歷
代

の
恨
み
を
重
ね
た
禍
は
、
そ
の
（
例
外
と
な
っ
た
）
一
人
に
對
し
て
恨
み
を
報
い
、
結
局
國
家
を
滅
亡
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
本
來
の
親

を
無
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
禍
を
防
ぐ
者
は
、
な
お
さ
ら
禍
を
招
か
な
か
っ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

�

（
石
井
靖
朗
）

【
原
文
】

16
元
魏
族
誅
之
法
㝡
慘

夷
三
族
本
秦
之
酷
法
漢
文
帝
始
除
收
帑
相
坐
律
然
景
帝
於
鼂
錯
武
帝
於
郭
解
主
父
偃
等
猶
皆
族
誅
沿
及
三
國
六
朝
此
刑
不
廢
而
元
魏
尤
㝡
慘

衞
王
儀
之
弟
觚
使
于
燕
爲
所
殺
太
祖
平
中
山
收
害
觚
者
傅
高
霸
程
同
等
夷
五
族
崔
浩
之
誅
也
淸
河
崔
氏
無
遠
近
皆
死
又
波
及
范
陽
盧
氏
太
原
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郭
氏
河
東
柳
氏
則
母
黨
妻
黨
及
女
家
倶
誅
矣
其
時
浩
等
百
二
十
人
皆
族
賴
高
允
諫
故
僅
施
之
浩
世
祖
曰
非
允
言

有
二
三
千
人
流
血
矣
崔
頤

崔
模
與
浩
敘
族
因
浩
平
日

輕
其
家
世
模
曰
桃

［
浩
小
名
］
止
可
輕
我
豈
合
輕
周
兒
［
頤
小
名
］
此
語
流
聞
已
久
二
家
始
得
免
崔
寬
以
遠

來
疎
族
亦
得
免
可
見

時
族
誅
之
令
果
係
同
族
皆
不
免
也
刑
罰
之
濫
至
此
極
矣
迨
孝
文
帝
始
減
令
五
族
者
降
止
同
祖
三
族
者
止
一
門
門
誅
者

止
其
身

員
與

禽
可
誣
謗
朝
政
有
司
奏
夷
五
族
詔
罪
止
一
門
稍
輕
減
矣
［
孝
文
時
崔
挺
諫
曰
一
人
有
罪
延
及
閤
門
則
司
馬
牛
受
桓
魋
之
罰

柳
下
惠
嬰
盜
跖
之
誅
不
亦
哀
乎
故
帝
減
其
制
］
然
一
人
犯
法
累
及
門
族
仕
宦
時
未
必
共
享
其
福
誅
戮
時
乃
共
受
其
禍
揆
諸
罪
人
不
孥
之
義
可

痛
心
也
卒
之
河
陰
之
役
諸
元
爲
爾
朱
氏
殲
滅
幾
盡
北
齊
文
宣
帝
又
以
光
武
中
興
爲
王
莽
殺
諸
劉
不
盡
乃
大
殺
元
氏
子
孫
本
紀
謂
殺
三
千
餘
人

元
韶
傳
謂
死
者
七
百
二
十
餘
人
豈
非

日
族
誅
之
報
耶
後
世
惟
謀
反
者
門
誅
謀
叛
者
其
孥
僅
流
徙
可
謂
仁
至
義
盡
矣
［
唐
李
錡
反
伏
誅
詔
削

一
房
屬
籍
宰
相
問
蔣
乂
一
房
自
大
功
乎
乂
曰
大
功
錡
之
從
父
昆
弟
其
祖
神
通
有
功
可
昧
其
勳
乎
曰
朞
可
乎
乂
曰
朞
者
錡
昆
弟
其
父

幽
死
社

稷
可
盡
削
其
子
乎
乃
止
錡
一
身
及
其
子
息
是
門
房
亦
尙
無
定
制
也
］

【
書
き
下
し
】

元
魏
は
族
誅
の
法
㝡
も
慘
な
り

三＊

族
を
夷
す
る
は
秦
の
酷
法
に
本
づ
き
、
漢
の
文
帝
始
め
て
收
帑
相
坐
す
る
の
律
を
除
く
。
然
れ
ど
も
景＊

帝
の
鼂
錯
に
於
け
る
、
武＊

帝
の
郭

解
・
主＊

父
偃
に
於
け
る
等
、
猶
ほ
皆
族
誅
せ
ら
る
。
沿
り
て
三＊

國
六
朝
に
及
ぶ
も
、
此
の
刑
廢
せ
ら
れ
ず
、
而
も
元
魏
は
尤も
っ
と㝡
も
慘
な
り
。

衞＊

王
儀
の
弟
觚 

燕
に
使
し
爲
に
殺
さ
る
。
太
祖 

中
山
を
平
げ
、
觚
を
害
す
る
者
傅
高
霸
・
程
同
等
を
收
め
、
五
族
を
夷
す
。
崔＊

浩
の
誅
せ

ら
る
や
、
淸
河
の
崔
氏
遠
近
と
無
く
皆
死こ
ろ

さ
れ
、
又
范
陽
の
盧
氏
、
太
原
の
郭
氏
、
河
東
の
柳
氏
に
波
及
し
、
則
ち
母
黨
、
妻
黨
及
び
女
家

俱
に
誅
せ
ら
る
な
り
。
其
の
時
浩
等
百
二
十
人
皆
族
せ
ら
れ
、
高
允
の
諫
に
賴
り
、
故
に
僅
か
に
之
を
浩
に
施
す
。
世
祖
曰
く
「
允
の
言
あ

る
に
非
ざ
れ
ば
、

に
二
三
千
人
血
を
流
す
こ
と
有
る
べ
き
な
り
。」
と
。
崔
頤
・
崔
模
は
浩
と
族
を
敘
し
、
浩
平
日

に
其
の
家
世
を
輕
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ん
ず
る
に
因
り
、
模
曰
く
「
桃

［
浩
の
小
名
］
止
だ
我
を
輕
ん
ず
可
く
も
、
豈
に
合
に
周
兒
［
頤
の
小
名
］
を
輕
ん
ず
べ
け
ん
や
。」
と
。

此
の
語
流
聞
す
る
こ
と
已
に
久
し
け
れ
ば
、
二
家
始
め
て
免
る
る
を
得
た
り
。
崔＊

寬
も
遠
來
の
疎
族
を
以
て
亦
た
免
る
る
を
得
た
り
。
見
る

可
し
、

時
の
族
誅
の
令
、
果
た
し
て
同
族
に
係
れ
ば
皆
免
れ
ざ
る
な
り
。
刑
罰
の
濫
此
に
至
り
極
ま
れ
り
。
孝＊

文
帝
に
迨
び
始
め
て
減
じ

て
五
族
の
者
を
し
て
降
り
て
同
祖
に
止
め
し
め
、
三
族
の
者
を
し
て
一
門
に
止
め
し
め
、
門
誅
の
者
を
し
て
其
の
身
の
み
に
止
め
し
む
。

＊

員
と

禽
可
と
朝
政
を
誣
謗
し
、
有
司 

五
族
を
夷
せ
ん
と
奏
す
る
も
、
詔
し
て
罪
は
一
門
に
止
め
し
む
は
、
稍
〻
輕
減
す
る
な
り
［
孝
文

の
時
、
崔＊

挺
諫
め
て
曰
く
「
一
人
罪
有
れ
ば
、
延
き
て
閤
門
に
及
べ
ば
則
ち
司
馬
牛 

桓
魋
の
罰
を
受
け
、
柳
下
惠 

盜
跖
の
誅
に
嬰か
か

る
、
亦

た
哀
し
か
ら
ず
や
。」
と
。
故
に
帝
其
の
制
を
減
ず
。］。
然
れ
ど
も
一
人 

法
を
犯
せ
ば
累 

門
族
に
及
ぶ
。
仕
宦
の
時
未
だ
必
ず
し
も
共
に

其
の
福
を
享
け
ざ
る
も
、
誅
戮
の
時
乃
ち
共
に
其
の
禍
を
受
く
。
諸
を
人
を
罪
し
て
孥
せ
ざ
る
の
義
に
揆は
か

れ
ば
心
を
痛
む
可
き
な
り
。
卒に
わ
か之

に
し
て
河＊

陰
の
役
、
諸
元 

爾
朱
氏
の
爲
に
殲
滅
せ
ら
れ
幾
ど
盡
く
。
北
齊
の
文
宣
帝
又
以
へ
ら
く
光
武
の
中
興
せ
る
は
、
王
莽 

諸
劉
を
殺

す
も
盡
く
さ
ざ
る
が
爲
め
と
し
、
乃
ち
大
い
に
元
氏
の
子
孫
を
殺
す
。
本＊

紀
に
三
千
餘
人
を
殺
す
と
謂
ひ
、
元＊

韶
傳
に
死
者
七
百
二
十
餘
人

と
謂
ふ
は
、
豈
に

日
の
族
誅
の
報
に
非
ず
や
。
後
世
は
惟
だ
反
を
謀
る
者
門
誅
せ
ら
れ
、
叛
を
謀
る
者
の
其
の
孥
は
僅
か
に
流
徙
せ
ら
る
。

仁
至
り
義
盡
く
る
と
謂
ふ
可
し
［
唐
の
李
錡
反
し
て
誅
に
伏
す
。
詔
し
て
一
房
の
屬
籍
を
削
ら
ん
と
す
。
宰
相 

蔣
乂
に
問
ふ
「
一
房
は
大

功
に
自
る
か
。」
と
。
乂
曰
く
「
大
功
は
錡
の
從
父
昆
弟
、
其
の
祖
神
通
は
功
有
れ
ば
、
其
の
勳
を
昧
く
す
可
け
ん
や
。」
と
。
曰
く
「
朞
は

可
な
る
か
。」
と
。
乂
曰
く
「
朞
は
錡
の
昆
弟
、
其
の
父

幽 

社
稷
に
死
す
、
盡
く
其
の
子
を
削
る
可
け
ん
や
。」
と
。
乃
ち
錡
の
一
身
及

び
其
の
子
息
に
止
む
。
是
れ
門
房
も
亦
た
尙
ほ
定
制
無
き
な
り
。］。

【
語
註
】

○
三
族
を
夷
す
…
─
『
史
記
』
卷
五
、
秦
本
紀
第
五
に
「（
文
公
）
二
十
年
、
法
初
有
三
族
之
罪
。
…
…
。（
武
公
）
三
年
、
誅
三
父
等
而
夷
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三
族
、
以
其
殺
出
子
也
。」
と
有
り
、
裴
駰
『
史
記
集
解
』
所
引
張
晏
の
註
に
「
父
母
・
兄
弟
・
妻
子
也
。」
と
有
り
、
同
如
淳
の
註
に
「
父

族
・
母
族
・
妻
族
也
。」
と
有
り
、『
漢
書
』
卷
一
下
、
高
帝
紀
第
一
下
、
九
年
十
二
⺼
條
の
顏
師
古
註
は
こ
の
兩
註
を
引
き
、
如
淳
說
を
是

と
す
る
。
○
漢
の
文
帝
始
…
─
『
漢
書
』
卷
四
、
文
帝
紀
第
四
に
「（
元
年
）
十
二
⺼
、
…
…
。
盡
除
收
帑
相
坐
律
令
。」
と
有
り
、
顏
師
古

所
引
應
劭
註
に
「
帑
、
子
也
。
秦
法
、
一
人
有
罪
幷
其
室
家
。
今
除
此
律
。」
と
有
る
。
○
景
帝
の
鼂
錯
…
─
『
漢
書
』
卷
四
十
九
、
鼂
錯

傳
第
十
九
に
「
丞
相
靑
翟
・
中
尉
嘉
・
廷
尉
𢿛
劾
奏
錯
曰
「
吳
王
反
逆
亡
衟
、
欲
危
宗
廟
、
天
下
所

共
誅
。
今
御
史
大
夫
錯
議
曰
『
兵
數

百
萬
、
獨
屬
羣
臣
、
不
可
信
、
陛
下
不
如
自
出
臨
兵
、
使
錯
居
守
。
徐
・
僮
之
旁
吳
所
未
下
者
可
以
豫
吳
。』
錯
不
稱
陛
下
德
信
、
欲
疏
羣

臣
百
姓
、
又
欲
以
城
邑
豫
吳
、
亡
臣
子
禮
、
大
逆
無
衟
。
錯

要
斬
、
父
母
妻
子
同
產
無
少
長
皆
棄
市
。
臣
請
論
如
法
。」
制
曰
「
可
。」
錯

殊
不
知
。
乃
使
中
尉
召
錯
、
紿
載
行
市
。
錯
衣
朝
衣
斬
東
市
。」
と
有
る
。
○
武
帝
の
郭
解
…
─
『
史
記
』
卷
一
百
二
十
四
、
游
俠
列
傳
第

六
十
四
に
「
軹
有
儒
生
侍
使
者
坐
、
客
譽
郭
解
、
生
曰
『
郭
解
專
以
姦
犯
公
法
、
何
謂
賢
。』
解
客
聞
、
殺
此
生
、
斷
其
舌
。
吏
以
此
責
解
、

解
實
不
知
殺
者
。
殺
者
亦
竟
絕
、
莫
知
爲
誰
。
吏
奏
解
無
罪
。
御
史
大
夫
公
孫
弘
議
曰
『
解
布
衣
爲
任
俠
行
權
、
以
睚
眦
殺
人
、
解
雖
弗
知
、

此
罪
甚
於
解
殺
之
。

大
逆
無
衟
。』
遂
族
郭
解
翁
伯
。」
と
有
り
、『
漢
書
』
卷
九
十
二
、
游
侠
傳
第
六
十
二
に
も
略
同
文
有
り
。
○
主
父

偃
に
於
…
─
『
史
記
』
卷
一
百
一
十
二
、
主
父
列
傳
第
五
十
二
に
「
趙
王
恐
其
爲
國
患
、
欲
上
書
言
其
陰
事
、
爲
偃
居
中
不
敢
發
。
及
爲
齊

相
出
關
、
卽
使
人
上
書
、
吿
言
主
父
偃
受
諸
侯
金
、
以
故
諸
侯
子
弟
多
以
得
封
者
。
及
齊
王
自
殺
、
上
聞
大
怒
、
以
爲
主
父
劫
其
王
令
自
殺
、

乃
徵
下
吏
治
。
主
父
服
受
諸
侯
金
、
實
不
劫
王
令
自
殺
。
上
欲
勿
誅
。
是
時
公
孫
弘
爲
御
史
大
夫
、
乃
言
曰
『
齊
王
自
殺
無
後
、
國
除
爲
郡

入
漢
。
主
父
偃
本
首
惡
、
陛
下
不
誅
主
父
偃
、
無
以
謝
天
下
。』
乃
遂
族
主
父
偃
。」
と
有
り
、『
漢
書
』
卷
一
百
十
二
、
主
父
列
傳
第

五
十
二
に
も
略
同
文
有
り
。
そ
の
他
、『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
の
諸
傳
を
見
る
に
、
武
帝
朞
に
族
誅
を
受
け
た
者
に
は
、
匈
奴
に
降
っ
た

李
陵
、
巫
蠱
の
族
滅
を
受
け
た
李
廣
利
・
公
孫
賀
・
公
孫
敖
・
趙
破
奴
、
巫
蠱
を
治
め
た
江
充
な
ど
が
い
る
。
○
三
國
六
朝
に
…
─
例
え
ば

『
三
國
志
』
卷
五
十
九
、
吳
書
十
四
、
吳
主
五
子
傳
第
十
四
、
孫
奮
傳
に
「
建
衡
二
年
、
孫
晧
左
夫
人
王
氏
卒
。
晧
哀
念
過
甚
、
朝
夕
哭
臨
、
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數
⺼
不
出
、
由
是
民
閒
或
謂
晧
死
、
訛
言
奮
與
上
虞
侯
奉

有
立
者
。
奮
母
仲
姬

在
豫
章
、
豫
章
太
守
張
俊
疑
其
或
然
、
掃
除
墳
塋
。
晧

聞
之
、
車
裂
俊
、
夷
三
族
、
誅
奮
及
其
五
子
、
國
除
。」
と
有
り
、『
南
史
』
卷
七
十
四
、
列
傳
第
六
十
四
、
孝
義
傳
下
、
趙
跋
扈
傳
に
「
兄

震
動
富
於
財
、
太
守
樊
文
茂
求
之
不
已
、
震
動
怒
曰
『
無
厭
將
及
我
。』
文
茂
聞
其
語
、
聚
其
族
誅
之
。」
と
有
る
。
○
衞
王
儀
の
弟
…
─
『
魏

書
』
卷
十
五
、
昭
成
子
孫
列
傳
第
三
、
秦
朙
王
翰
傳
に
「
烈
弟
觚
、
勇
畧
有
膽
氣
、
少
與
兄
儀
從
太
祖
、
侍
衞
左
右
。
使
於
慕
容
垂
、
垂
末

年
、
政
在
羣
下
、
遂
止
觚
以
求
賂
。
太
祖
絕
之
。
觚
率
左
右
數
十
騎
、
殺
其
衞
將
走
歸
。
爲
慕
容
寶
所
執
、
歸
中
山
、
垂
待
之
逾
厚
。
觚
因

留
心
學
業
、
誦
讀
經
書
數
十
萬
言
、
垂
之
國
人
咸
稱
重
之
。
太
祖
之
討
中
山
、
慕
容
普
驎
旣
自
立
、
遂
害
觚
以
固
衆
心
、
太
祖
聞
之
哀
慟
。

及
平
中
山
、
發
普
驎
柩
、
斬
其
尸
、
收
議
害
觚
者
高
霸
・
程
同
等
、
皆
夷
五
族
、
以
大
刄
剉
殺
之
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
十
五
、
列

傳
第
三
、
魏
諸
宗
室
傳
、
昭
成
子
孫
、
秦
王
翰
傳
に
略
同
文
有
り
、「
高
霸
」
を
「
傅
高
霸
」
に
作
る
。
○
崔
浩
の
誅
せ
…
─
『
魏
書
』
卷

三
十
五
、
列
傳
第
二
十
三
、
崔
浩
傳
に
「
眞
君
十
一
年
六
⺼
誅
浩
、
淸
河
崔
氏
無
遠
近
、
范
陽
盧
氏
・
太
原
郭
氏
・
河
東
柳
氏
・
皆
浩
之
姻

親
、
盡
夷
其
族
。
初
、
郄
標
等
立
石
銘
刋
國
記
、
浩
盡
述
國
事
、
備
而
不
典
。
而
石
銘
顯
在
衢
路
、
往
來
行
者
咸
以
爲
言
、
事
遂
聞
發
。
有

司
按
驗
浩
、
取
祕
書
郞
吏
及
長
曆
生
數
百
人
意
狀
。
浩
伏
受
賕
、
其
祕
書
郞
吏
已
下
盡
死
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
二
十
一
、
列
傳
第
九
、

崔
浩
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
高
允
の
諫
に
…
─
『
魏
書
』
卷
四
十
八
、
列
傳
第
三
十
六
、
高
允
傳
に
「
時
世
祖
怒
甚
、
敕
允
爲
詔
、
自
浩
已

下
、
僮
吏
已
上
百
二
十
八
人
皆
夷
五
族
。
允
持
疑
不
爲
、
頻
詔
催
切
。
允
乞
更
一
見
、
然
後
爲
詔
。
詔
引
歬
、
允
曰
『
浩
之
所
坐
、

更
有

餘
釁
、
非
臣
敢
知
。
直
以
犯
觸
、
罪
不
至
死
。』
世
祖
怒
、
命
介
士
執
允
。
恭
宗
拜
請
。
世
祖
曰
『
無
此
人
忿
朕
、

有
數
千
口
死
矣
。』
浩

竟
族
滅
、
餘
皆
身
死
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
三
十
一
、
列
傳
第
十
九
、
高
允
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
崔
頤
・
崔
模
は
…
─
『
魏
書
』

卷
三
十
五
、
列
傳
第
二
十
三
、
崔
浩
傳
に
「
始
浩
與
冀
州
刺
史
賾
・
滎
陽
太
守
模
等
年
皆
相
次
、
浩
爲
長
、
次
模
、
次
賾
。
三
人
别
祖
、
而

模
・
賾
爲
親
。
浩
恃
其
家
世
魏
晉
公
卿
、

侮
模
・
賾
。
模
謂
人
曰
『
桃

正
可
欺
我
、
何
合
輕
我
家
周
兒
也
。』
浩
小
名
桃

、
賾
小
名

周
兒
。
世
祖
頗
聞
之
、
故
誅
浩
時
、
二
家
獲
免
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
二
十
四
、
列
傳
第
十
二
、
崔
頤
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
崔
寬
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も
遠
來
…
─
『
魏
書
』
卷
二
十
四
、
列
傳
第
十
二
、
崔
玄
伯
傳
に
「
淸
河
崔
寬
、
字
景
仁
。
…
…
。
初
、
寬
之
通
款
也
、
見
司
徒
浩
。
浩
與

相
齒
次
、
厚
存
撫
之
。
及
浩
誅
、
以
遠
來
疏
族
、
獨
得
不
坐
。」
と
有
り
、『
北
史
』
卷
二
十
一
、
列
傳
第
九
、
崔
浩
傳
に
略
同
文
有
り
。
○

孝
文
帝
に
迨
…
─
『
魏
書
』
卷
七
上
、
高
祖
孝
文
帝
紀
第
七
上
に
「（
太
和
五
年
三
⺼
）
己
巳
、
車
駕
還
宮
。
詔
曰
『
法
秀
妖
詐
亂

、
妄

說
符
瑞
、

臺
御
史
張
求
等
一
百
餘
人
、
招
結
奴
隸
、
謀
爲
大
逆
、
有
司
科
以
族
誅
、
誠
合
刑
憲
。
且
矜
愚
重
命
、
猶
所
弗
忍
。
其
五
族
者

降
止
同
祖
。
三
族
止
一
門
。
門
誅
止
身
。』」
と
有
り
、『
北
史
』
卷
三
、
魏
高
祖
孝
文
帝
紀
第
三
に
略
同
文
有
り
。
○

員
と

禽
…
─

員
と

禽
可
は
、
文
成
帝
の
乳
母
に
し
て
皇
太
后
と
な
っ
た

氏
の
從
兄

訢
の
子

員
と
、

員
の
兄

伯
夫
の
子

禽
可
の
こ
と
。『
魏

書
』
卷
八
十
三
上
、
列
傳
外
戚
第
七
十
一
上
、
閭
毗
傳
に
「
後
員
與
伯
夫
子
禽
可
共
爲
飛
書
、
誣
謗
朝
政
。
事
發
、
有
司
執
憲
、
刑
及
五
族
。

高
祖
以
昭
太
后
故
、
罪
止
一
門
。
訢
年
老
、
赦
免
歸
家
、
恕
其
孫
一
人
扶
養
之
、
給
奴
婢
田
宅
。
其
家
僮
入
者
百
人
、
金
錦
布
帛
數
萬
計
、

賜
尙
書
以
下
宿
衞
以
上
。
其
女
婿
及
親
從
在
朝
、
皆
免
官
歸
本
鄕
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
八
十
、
列
傳
第
六
十
八
、
外
戚
傳
に
略
同

文
有
り
。
○
崔
挺
諫
め
て
…
─
『
魏
書
』
卷
五
十
七
、
列
傳
第
四
十
五
、
崔
挺
傳
に
「
時
以
犯
罪
配
邊
者
多
有
迯
越
、
遂
立
重
制
、
一
人
犯

罪
逋
亡
、
合
門
充
役
。
挺
上
書
、
以
爲
周
書
父
子
罪
不
相
及
。
天
下
善
人
少
、
惡
人
多
、
以
一
人
犯
罪
、
延
及
合
門
。
司
馬
牛
受
桓
魋
之
罰
、

柳
下
惠
嬰
盜
跖
之
誅
、
豈
不
哀
哉
。
辭
甚
雅
切
、
高
祖
納
之
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
三
十
二
、
列
傳
第
二
十
、
崔
挺
傳
に
略
同
文
有

る
も
、
司
馬
牛
・
柳
下
惠
の
記
述
は
無
し
。
○
河
陰
の
役
─
孝
文
帝
の
孫
で
あ
る
孝
朙
帝
の
末
年
、
胡
太
后
を
牽
制
す
る
た
め
に
招
か
れ
た

爾
朱
榮
の
起
こ
し
た
反
亂
。
孝
文
帝
の
崩
じ
た
三
十
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
六
年
後
に
北
魏
は
東
西
に
分
裂
す
る
。『
魏
書
』
卷
十
、

孝
莊
紀
第
十
に
「（
武
泰
元
年
四
⺼
）
庚
子
、
車
駕
巡
河
、
西
至
陶
渚
。
榮
以
兵
權
在
己
、
遂
有

志
。
乃
害
靈
太
后
及
幼
主
、
次
害
無
上

王
劭
・
始
平
王
子
正
、
又
害
丞
相
高
陽
王
雍
・
司
空
公
元
欽
・
儀
同
三
司
元
恆
芝
・
儀
同
三
司
東
平
王
畧
・
廣
平
王
悌
・

山
王
巶
・
北
平

王
超
・
任
城
王
彝
・
趙
郡
王
毓
・
中
山
王
叔
仁
・
齊
郡
王
溫
・
公
卿
已
下
二
千
餘
人
。
列
騎
衞
帝
、
遷
於
便
幕
。
旣
而
榮
悔
、
𥡴
顙
謝
罪
。

語
在
榮
傳
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
五
、
魏
本
紀
第
五
に
も
類
似
の
文
有
り
。
○
本
紀
に
三
千
…
─
『
北
史
』
卷
七
、
齊
本
紀
中
第
七
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に
「（
天
保
十
年
）
五
⺼
癸
未
、
誅
始
平
公
元
世
・
東
平
公
元
景
式
等
二
十
五
家
、
禁
止
特
進
元
韶
等
十
九
家
。
尋
竝
誅
之
、
男
子
無
少
長

皆
斬
、
所
殺
三
千
人
、
竝
投
漳
水
。」
と
有
る
。『
北
齊
書
』
卷
四
、
文
宣
紀
第
四
に
も
類
似
の
文
が
見
ら
れ
る
が
、「
尋
竝
」
以
下
の
記
述

無
し
。
○
元
韶
傳
に
死
…
─
『
北
齊
書
』
卷
二
十
八
、
列
傳
第
二
十
、
元
韶
傳
に
「（
天
保
）
十
年
、
太
史
奏
云
『
今
年

除
舊
布
新
。』
文

宣
謂
韶
曰
『
漢
光
武
何
故
中
興
。』
韶
曰
『
爲
誅
諸
劉
不
盡
。』
於
是
乃
誅
諸
元
以
厭
之
。
遂
以
五
⺼
誅
元
世
哲
・
景
式
等
二
十
五
家
、
餘

十
九
家
竝
禁
止
之
。
韶
幽
於
京
畿
地
牢
、
絕
⻝
、
啗
衣
袖
而
死
。
及
七
⺼
、
大
誅
元
氏
、
自
昭
成
已
下
竝
無
遺
焉
。
或
父
祖
爲
王
、
或
身

貴
顯
、
或
兄
弟
强
壯
、
皆
斬
東
市
。
其
嬰
兒
投
於
空
中
、
承
之
以
矟
。
歬
後
死
者
凡
七
百
二
十
一
人
、
悉
投
屍
漳
水
。
剖
魚
多
得
爪
甲
、
都

下
爲
之
久
不
⻝
魚
。」
と
有
り
、『
北
史
』
卷
十
九
、
列
傳
第
七
、
獻
文
六
王
傳
に
も
同
文
有
り
。
○
唐
の
李
錡
反
…
─
李
錡
は
、
建
國
の
功

臣
淮
安
王
李
神
通
の
子
淄
川
王
李
孝
同
の
曾
孫
で
あ
る
李
國
貞
（
初
名
は

幽
）
の
子
。『
新
唐
書
』
卷
一
百
三
十
二
、
列
傳
第
五
十
七
、

蔣
乂
傳
に
「
李
錡
誅
、
詔
宗
正
削
一
房
屬
籍
。
宰
相
召
乂
問
『
一
房
自
大
功
可
乎
。』
答
曰
『
大
功
、
錡
之
從
父
昆
弟
。
其
祖
神
通
有
功
、

配
饗
於
廟
、
雖
裔
孫
之
惡
、
而
忘
其
勳
、
不
可
。』『
自
朞
可
乎
。』
曰
『
朞
者
錡
昆
弟
。
其
父

幽
死
社
稷
、
今
以
錡
連
坐
、
不
可
。』
執
政

然
之
。
故
罪
止
錡
及
子
息
、
無
旁
坐
者
。」
と
有
る
。『
舊
唐
書
』
蔣
乂
傳
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
卷
一
百
一
十
二
、
列
傳
第
六
十
二
、
李

國
貞
・
子
錡
傳
に
、「
宰
相
鄭
絪
等
議
錡
所
坐
、
親
疏
未
定
。
乃
召
兵
部
郞
中
蔣
武
問
曰
『
詔
罪
李
錡
一
房
、

是
大
功
內
耶
。』
武
曰
『
大

功
是
錡

兄
弟
、
卽
淮
安
王
神
通
之
下
、
淮
安
有
大
功
於
國
、
不
可
以
孽
孫
而
上
累
。』
又
問
『
錡
親
兄
弟
從
坐
否
。』
武
曰
『
錡
親
兄
弟
是

幽
之
子
、

幽
有
死
王
事
之
功
。
如
令
錡
兄
弟
從
坐
、

幽
卽
宜
削
籍
、
亦
所
未
安
。』
宰
相
頗
以
爲
然
、
故
誅
錡
詔
下
、
唯
止
元
惡
一

房
而
已
。」
と
有
る
（
蔣
武
は
蔣
乂
の
初
名
）。
な
お
、「
大
功
」
は
五
服
の
內
三
番
目
に
重
い
服
喪
、「
朞
（
不
杖
朞
・
杖
朞
）」
は
二
番
目

に
重
い
服
喪
で
あ
り
、
近
し
い
親
族
ほ
ど
服
す
べ
き
喪
が
重
く
な
り
、
輕
く
な
る
ほ
ど
遠
緣
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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【
現
代
語
譯
】

三
族
を
誅
殺
す
る
こ
と
は
、
秦
の
過
酷
な
法
に
基
づ
い
て
お
り
、
歬
漢
の
文
帝
が
初
め
て
一
族
連
座
の
律
を
廢
止
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
歬

漢
の
景
帝
は
鼂
錯
に
對
し
て
、
武
帝
は
郭
解
や
主
父
偃
に
對
し
て
な
ど
は
、
ま
だ
な
お
一
族
全
て
誅
殺
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
三
國
や
六

朝
時
代
に
及
ん
で
も
こ
の
刑
罰
は
廢
止
さ
れ
る
事
無
く
、
し
か
も
北
魏
の
時
が
㝡
も
重
く
殘
酷
で
あ
っ
た
。
衞
王
拓
跋
儀
の
弟
で
あ
る
拓
跋

觚
は
燕
に
使
者
と
し
て
行
き
殺
さ
れ
た
。
太
祖
は
中
山
を
平
定
し
、
拓
跋
觚
を
殺
害
し
た

高
霸
や
程
同
ら
を
捕
ら
え
て
、
そ
の
五
族
全
て

を
誅
殺
し
た
。
崔
浩
が
誅
殺
さ
れ
た
と
き
に
は
、
崔
浩
の
一
族
で
あ
る
淸
河
の
崔
氏
の
遠
緣
近
親
關
係
無
く
皆
殺
し
に
さ
れ
、
又
范
陽
の
盧

氏
や
太
原
の
郭
氏
、
河
東
の
柳
氏
と
い
っ
た
母
方
の
一
族
や
妻
の
一
族
と
嫁
い
だ
女
性
た
ち
の
一
族
に
も
そ
の
被
害
が
及
び
、
と
も
に
誅
殺

さ
れ
た
。
そ
の
時
崔
浩
ら
百
二
十
人
全
員
が
誅
殺
さ
れ
、
高
允
が
世
祖
（
太
武
帝
）
を
諫
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
族
誅
は
崔
浩
に
の
み
適
用

さ
れ
た
。
世
祖
は
「
高
允
の
諫
言
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
ま
さ
に
二
、三
千
人
の
流
血
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
と
言
っ
た
。
崔
頤
と
崔

模
は
崔
浩
と
共
通
の
先
祖
を
持
つ
同
族
で
あ
り
、
崔
浩
が

日
頃
か
ら
崔
頤
と
崔
模
の
一
族
を
輕
視
し
て
い
た
た
め
、
崔
模
は
「
桃

［
崔

浩
の
幼
名
］
が
私
を
輕
視
す
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
ど
う
し
て
周
兒
［
崔
頤
の
幼
名
］
を
輕
視
で
き
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。
こ
の
話
は
す

で
に
長
い
こ
と
人
に
噂
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
崔
頤
と
崔
模
の
一
族
は
族
誅
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
崔
寬
は
遠
く
離
れ
た

傍
流
の
一
族
と
い
う
こ
と
で
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
、

時
の
族
誅
の
命
令
は
、
實
に
同
族
に
列
な
る
者
全
て
が
免
れ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
罰
の
亂
れ
も
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
孝
文
帝
の
治
世
に
な
っ
て

始
め
て
減
刑
さ
れ
、
五
族
の
者
を
對
𧰼
と
し
て
い
た
族
誅
は
同
祖
に
止
め
、
三
族
を
對
𧰼
と
し
て
い
た
族
誅
は
一
門
に
止
め
、
一
門
を
對
𧰼

と
し
て
い
た
も
の
は

事
者
の
み
に
止
め
さ
せ
た
。（
孝
文
帝
の
時
代
に
昭
太
后
の
一
族
で
あ
る
）

員
と

禽
可
が
朝
政
を
謗
り
、
有
司

は
五
族
を
誅
殺
す
る
こ
と
を
上
奏
し
た
が
、
詔
を
下
し
て
罪
を
一
門
に
止
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
次
第
に
輕
減
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

［
孝
文
帝
の
時
に
、
崔
挺
が
「
一
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
と
、
一
族
全
て
に
波
及
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
司
馬
牛
は
兄
桓
魋
へ
の
罰
を
受
け
る
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こ
と
と
な
り
、
柳
下
惠
は
弟
盜
跖
へ
の
誅
殺
を
被
っ
て
し
ま
い
、
な
ん
と
哀
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
と
諫
め
た
た
め
、
孝
文
帝
は
族
誅

の
法
を
輕
減
し
た
。］
し
か
し
な
が
ら
一
人
が
法
を
犯
せ
ば
一
族
の
者
に
禍
が
及
ぶ
（
こ
と
に
は
變
わ
り
が
な
い
）。
仕
官
し
た
時
に
は
一
緖

に
そ
の
恩
惠
を
受
け
る
と
は
限
ら
な
い
の
に
、
誅
戮
さ
れ
る
時
に
は
一
緖
に
そ
の
禍
を
受
け
る
。
こ
れ
を
（『
孟
子
』
梁
惠
王
下
の
）「
人
に

刑
罰
を
下
し
て
も
妻
子
に
は
及
ぼ
さ
な
い
」
と
い
う
言

の
意
義
に
照
ら
し
て
推
し
量
れ
ば
、
心
を
痛
む
べ
き
事
態
で
あ
る
（
こ
と
に
變
わ

り
が
な
い
）。
す
ぐ
に
河
陰
の
役
が
起
き
、
多
く
の
元
氏
が
爾
朱
榮
に
よ
っ
て
殲
滅
さ
れ
、
元
氏
は
滅
び
か
け
た
。
北
齊
の
文
宣
帝
も
ま
た
、

光
武
帝
が
漢
を
中
興
し
た
の
は
、
王
莽
が
多
く
の
劉
氏
を
殺
し
な
が
ら
も
根
絕
や
し
に
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
で
元
氏
の

子
孫
を
大
殺
戮
し
た
。
文
宣
帝
の
本
紀
に
三
千
人
餘
り
を
殺
し
た
と
言
い
、
元
韶
傳
に
死
者
七
百
二
十
人
餘
り
と
言
う
の
は
、
な
ん
と
ま
あ
、

日
の
族
誅
の
報
吿
で
は
あ
る
ま
い
か
。後
世
で
は
た
だ（
國
家
へ
の
反
亂
を
企
て
る
）謀
反
を
起
こ
し
た
者
だ
け
が
一
門
を
誅
殺
さ
れ
、（
國

外
と
通
じ
る
な
ど
し
て
國
に
害
を
爲
す
）
謀
叛
を
起
こ
し
た
者
の
妻
子
は
た
だ
流
罪
と
な
っ
た
。
人
情
も
盡
く
し
、
義
理
も
果
た
さ
れ
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。［
唐
の
李
錡
が
反
亂
を
起
こ
し
、
誅
殺
さ
れ
た
。
詔
が
下
さ
れ
て
一
族
の
屬
籍
を
削
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
宰

相
は
蔣
乂
に
「
一
族
は
大
功
の
喪
の
及
ぶ
範
圍
で
よ
い
か
。」
と
尋
ね
た
。
蔣
乂
は
「
大
功
で
は
李
錡
の
父
方
の
い
と
こ
を
含
み
、
そ
の
祖

先
で
あ
る
李
神
通
に
は
（
建
國
開
業
の
）
功
績
が
有
る
の
で
、
そ
の
功
勞
に
泥
を
塗
っ
て
も
よ
ろ
し
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。」
と
言
っ
た
。

宰
相
は
「
不
杖
朞
の
喪
の
及
ぶ
範
圍
な
ら
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。」
と
尋
ね
た
。
蔣
乂
は
「
不
杖
朞
で
は
李
錡
の
兄
弟
を
含
み
、
彼
ら
の
父

親
で
あ
る
李

幽
は
社
稷
の
た
め
に
死
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
子
を
す
べ
て
を
屬
籍
か
ら
削
除
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
言
っ
た
。

そ
こ
で
罰
す
る
の
は
李
錡
自
身
と
そ
の
子
息
に
止
め
た
。
一
門
の
族
誅
の
法
も
ま
た
依
然
と
し
て
（
そ
の
對
𧰼
範
圍
に
）
定
ま
っ
た
き
ま
り

が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。］

�

（
石
井
靖
朗
）
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【
原
文
】

17
元
魏
百
官
無
俸

北
魏
之
制
百
官
皆
無
祿
高
允
在
世
祖
時
猶
令
諸
子
樵
採
以
自
給
至
孝
文
帝
始
班
俸
祿
戶
增
調
三
匹
穀
二
斛
九
升
以
爲
官
司
之
祿
以
十
⺼
爲
首

每
季
一
請
又
于
忠
傳
高
祖
以
國
用
不
足
百
官
之
祿
四
分
減
一
至
忠
得
政
始
復
之
是
制
祿
後
又
有
減
削
也
北
齊
文
宣
紀
自
魏
孝
莊
後
百
官
絕
祿

文
宣
卽
位
始
復
給
焉
則
于
忠
復
額
俸
之
後
孝
莊
時
又
停
直
至
齊
文
宣
再
給
也

【
書
き
下
し
】

元
魏
百
官
に
俸
無
し

北
魏
の
制
、
百
官
皆
祿
無
し
。
高＊

允
世
祖
の
時
に
在
り
、
猶
ほ
諸
子
を
し
て
樵
採
し
以
て
自
給
せ
し
む
る
が
ご
と
し
。
孝＊

文
帝
に
至
り
、
始

め
て
俸
祿
を
班わ
か

ち
、
戶
ご
と
に
調
三
匹
、
穀
二
斛
九
升
を
增
し
以
て
官
司
の
祿
と
爲
す
。
十
⺼
を
以
て
首
は
じ
め

と
爲
し
、
季
每
に
一
た
び
請
ふ
。

又＊

于
忠
傳
に
「
高
祖
、
國
用
の
足
ら
ざ
る
を
以
て
、
百
官
の
祿
、
四
分
し
て
一
を
減
ず
。
忠
の
政
を
得
る
に
至
り
、
始
め
て
之
を
復
す
。」
と
。

是
れ
祿
を
制
す
る
こ
と
、
後
に
又
減
削
す
る
有
る
な
り
。
北＊

齊
文
宣
紀
に
「
魏
の
孝
莊
よ
り
後
、
百
官 

祿
を
絕
つ
。
文
宣 

位
に
卽
き
、
始

め
て
復
た
焉
に
給
す
。」
と
。
則
ち
于
忠
額
俸
を
復
す
る
の
後
、
孝
莊
の
時
又
停
み
、
直
ち
に
齊
の
文
宣
に
至
り
、
再
び
給
す
る
な
り
。

【
語
註
】

○
高
允
世
祖
の
…
─
『
魏
書
』
卷
四
十
八
、
列
傳
第
三
十
六
、
高
允
傳
に
「
時
百
官
無
祿
、
允

使
諸
子
樵
采
自
給
。」
と
あ
る
。
な
お
『
北

史
』
卷
三
十
一
、
列
傳
第
十
九
、
高
允
傳
は
「

」
を
「
恆
」
に
作
る
。
○
孝
文
帝
に
至
…
─
『
魏
書
』
卷
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上
に
「（
太

和
八
年
）
六
⺼
丁
卯
詔
曰
『
置
官
班
祿
、
行
之
尙
矣
。
…
…
。
自
中
原
喪
亂
、
茲
制
中
絕
、
先
朝
因
循
、
未
遑
釐
改
。
…
…
。
故
憲
章
舊
典
、
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始
班
俸
祿
。
罷
諸
商
人
、
以

民
事
。
戶
增
調
三
匹
・
穀
二
斛
九
斗
、
以
爲
官
司
之
祿
。
…
…
。』（
九
⺼
）
戊
戌
、
詔
曰
『
俸
制
已
立
、
宜

時
班
行
。
其
以
十
⺼
爲
首
、
每
季
一
請
。』
於
是
內
外
百
官
、
受
祿
有
差
。」
と
有
り
、『
北
史
』
卷
三
、
魏
高
祖
孝
文
帝
紀
第
三
に
も
略
同

文
有
り
。
○
又
于
忠
傳
に
…
─
『
魏
書
』
卷
三
十
一
、
列
傳
第
十
九
、
于
忠
傳
に
「
初
、
太
和
中
軍
國
多
事
、
高
祖
以
用
度
不
足
、
百
官
之

祿
四
分
減
一
。
忠
旣
擅
權
、
欲
以
惠
澤
自
固
、
乃
悉
歸
所
減
之
祿
、
職
人
進
位
一
級
。」
と
有
り
、『
北
史
』
卷
二
十
三
、
列
傳
第
十
一
、
于

忠
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
北
齊
文
宣
紀
…
─
『
北
齊
書
』
文
宣
紀
に
こ
の
字
句
は
見
え
な
い
。『
北
史
』
卷
七
、
齊
本
紀
中
第
七
に
は
、
天

保
元
年

五
⺼
戊
午
條
に
「
自
魏
孝
莊
已
後
、
百
官
絕
祿
、
至
是
復
給
焉
。」
と
有
る
。

【
現
代
語
譯
】

北
魏
の
制
度
で
は
、
官
吏
た
ち
に
俸
給
は
な
か
っ
た
。
高
允
は
世
祖
（
太
武
帝
）
の
治
政
の
時
に
生
き
た
が
、
子
供
た
ち
に
た
き
ぎ
を
採
ら

せ
て
自
給
し
て
い
た
よ
う
な
有
り
樣
で
あ
っ
た
。（
高
祖
）
孝
文
帝
の
代
に
な
っ
て
、
始
め
て
俸
祿
を
分
け
與
え
た
。
各
家
ご
と
に
稅
を
絹

三
匹
、
穀
物
二
斛
九
升
增
し
て
（
徵
收
し
）、
そ
れ
を
官
廳
の
俸
祿
に

て
た
。
十
⺼
を
始
ま
り
と
し
て
、
季
節
ご
と
に
一
囘
（
俸
祿
を
）

請
求
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
『
魏
書
』
の
于
忠
傳
に
「
高
祖
は
國
費
が
官
吏
の
俸
給
を
支
拂
う
の
に
足
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

俸
給
を
四
分
一
減
ら
し
た
。（
孝
朙
帝
の
初
年
に
）
于
忠
が
政
治
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
、
始
め
て
俸
給
を
元
に
戾
し
た
。」
と
あ
る
。
つ
ま

り
一
度
俸
祿
を
制
定
し
て
、
そ
の
後
ま
た
額
を
減
じ
た
の
で
あ
る
。
北
齊
の
文
宣
帝
の
本
紀
に
「
魏
の
孝
莊
か
ら
後
、
百
官
は
俸
給
が
な
く

な
っ
た
。
文
宣
が
卽
位
し
、
始
め
て
ま
た
支
給
さ
れ
た
。」
と
あ
る
。
そ
う
す
る
と
于
忠
が
俸
給
を
元
に
戾
し
た
後
、（
孝
朙
帝
の
次
代
の
）

孝
莊
帝
の
時
に
ま
た
支
給
は
止
ま
り
、
や
っ
と
齊
の
文
宣
の
時
に
な
っ
て
か
ら
再
び
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

�

（
村
山

三
）
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【
原
文
】

18

林
園
有
三
處

六
朝
時

林
園
凡
有
三
處
其
在
洛
陽
者
裴
松
之
魏
志
註
云
本
東
漢
之
芳
林
園
魏
朙
帝
靑
龍
三
年
於
其
中
起
陂
池
楫
棹
越
歌
又
魏
略
朙
帝
起
土

山
於
芳
林
園
西
北
陬
使
羣
臣
皆
負
土
成
山
樹
松
柏
竹
木
於
其
上
捕
山
禽
雜
獸
於
其
中
及
齊
王
芳
卽
位
以
芳
字
犯
諱
乃
改
爲

林
後
北
魏
孝
文

帝
遷
洛
又
葺
之
魏
書
崔
長
文
傳
孝
文
帝
遷
洛
命
長
文
營
搆

林
園
又
茹
皓
傳
皓
領

林
諸
作
爲
山
於
天
淵
池
西
採
北
邙
佳
石
徙
竹
汝
潁
頗
有

雅
致
太
和
二
十
年
二
⺼
幸

林
園
聽
訟
于
都
亭
八
⺼
又
幸

林
親
錄
囚
徒
二
十
二
年
八
⺼
講
武
于

林
孝
朙
帝
煕
平
元
年
詔
放

林
野
獸
於

山
澤
孝
昌
二
年
詔
直
言
敢
諫
之
士
大
集

林
東
門
人
别
引
見
共
論
得
失
爾
朱
兆
破
元
顥
孝
莊
帝
渡
河
先
入
居

林
園
又
南
安
王
正
爲
相
州
刺

史
帝
餞
之
於

林
都
亭
詔
竝
賦
詩
不
能
者
聽
射
北
海
王
詳

别
住

林
園
西
隅
宣
武
帝
每
濳
至
其
處
肆
飮
終
日
楊
椿
吿
老
孝
莊
帝
宴
於

林

園
下
御
座
執
手
流
涕
楊
津
傳
咸
陽
王
禧
反
宣
武
帝
馳
入

林
園
惟
津
不
同
逆
高
肈
傳
宣
武
引
見
肈
於

林
肈
惶
懼
擧
動
失
儀
此
洛
陽
之

林

園
也
其
在
鄴
都
者
晉
載
記
石
𠂰
使
張
羣
發
近
郡
男
女
十
六
萬
車
十
萬
運
土
築

林

于
鄴
北
又
鑿
北
城
引
水
以
灌
之
蓋
彷
洛
陽
之

林
園
而

爲
之
其
後
東
魏
遷
鄴
仍
以
爲
游
幸
之
所
孝
靜
帝
天
平
四
年
幸

林
園
理
訟
元
𧰼
元
年
幸

林
都

聽
訟
又

宴
高
澄
於

林
園
北
齊
孝
昭
帝

簒
位
時
令
平
秦
王
高
歸
彥
引
侍
衞
之
士
向

林
園
斬
娥
永
樂
武
成
帝
寵
其
子
儼
以
爲
中
丞
大
司
徒
使
以
鹵
簿
儀
衞
導
之
出
帝
與
胡
后
在

林

東
門
隔
幕
觀
之
北
鄴
中
之

林
園
也
其
在
建
業
者
金
陵
新
志
云
在
臺
城
內
本
吳
舊
宮

也
晉
南
渡
後
倣
洛
陽
園
名
而
葺
之
宋
武
帝
永
初
二
年

四
⺼
聽
訟
於

林
園
少
帝
於

林
園
爲
列
肆
親
自
酤
賣
文
帝
又
築
景
陽
山
於

林
園
齊
東
昏
於

林
設
市
所
謂
至
尊
屠
肉
潘
妃
沽
酒
梁
武
帝

命
於

林
園
總
集
釋
典

文
帝
遊

林
謂
左
右
曰
會
心
處
不
必
在
遠
翳
然
林
木
便
自
有
濠
濮
閒
想
此
建
康
之

林
園
也
三
處
皆
有

林
園
閱

史
者
幾
致
淆
惑
故
分
析
於
此
蓋
其
始
本
自
洛
陽
有

林
園
因
而
晉
南
渡
後
以
吳
時
舊
宮

彷
之
於
是
有
建
康
之

林
石
𠂰
都
鄴
亦
彷
洛
陽
規

制
於
是
有
鄴
都
之

林
古
時
宮

多
有
彷
舊
名
而
爲
之
者
如
長
安
有
樂
遊
原
乃
漢
宣
帝
建
樂
遊
廟
於
其
地
因
有
此
名
後
隋
文
帝
旣
遷
長
安
於

故
城
北
二
十
餘
里
而
唐
時
太
平
公
主
築
池
觀
於
樂
遊
原
上
則
必
非
漢
時
樂
遊
舊
地
可
知
地
改
而
名
仍
舊
也
又
金
陵
亦
有
樂
遊

建
康
實
錄
宋
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文
帝
元
嘉
二
十
一
年
七
⺼
甘
露
降
樂
遊

顧
野
王
輿
地
志
所
謂
覆
舟
山
在
樂
遊

內
是
也
漢
武
帝
鑿
昆
朙
池
于
上
林
以
肄
舟
師
而
金
陵
之
元

武
湖
亦
號
昆
朙
池
太
平
御
覽
京
都
記
齊
武
帝
習
水
軍
于
其
中
號
曰
昆
朙
池
沈
約
登
覆
舟
山
詩
所
謂
南
瞻
儲
胥
舘
北
望
昆
朙
池
是
也

【
書
き
下
し
】

林
園
に
三
處
有
り

六
朝
の
時
、

林
園
に
凡
そ
三
處
有
り
。
其
の
洛
陽
に
在
る
者
は
、
裴＊

松
之
の
魏
志
の
註
に
云
ふ
「
本も
と

東
漢
の
芳
林
園
、
魏
の
朙
帝
の
靑
龍

三
年
、
其
の
中
に
於
い
て
陂
池
を
起
こ
し
、
楫
棹
越
歌
す
。」
と
。
又
魏＊

略
に
「
朙
帝
土
山
を
芳
林
園
の
西
北
の
陬
に
起
こ
し
、
羣
臣
を
し

て
皆
土
を
負
ひ
山
を
成
さ
し
め
、
松
柏
竹
木
を
其
の
上
に
樹
ゑ
、
山
禽
雜
獸
を
其
の
中
に
捕
ふ
。」
と
。
齊＊

王
芳 

位
に
卽
く
に
及
び
、
芳
字 

諱
を
犯
す
を
以
て
、
乃
ち
改
め
て

林
と
爲
す
。
後
、
北
魏
の
孝
文
帝 

洛
に
遷
り
、
又
之
を
葺
く
。
魏＊

書
崔
長
文
傳
に
「
孝
文
帝 

洛
に
遷
り
、

長
文
に
命
じ
て

林
園
を
營
搆
せ
し
む
。」
と
。
又
茹＊

皓
傳
に
「
皓 

林
の
諸
作
を
領
し
、
山
を
天
淵
池
の
西
に
爲
り
、
北
邙
の
佳
石
を
採
り
、

竹
を
汝
・
潁
よ
り
徙
し
、
頗
る
雅
致
有
り
。」
と
。
太＊

和
二
十
年
二
⺼
、

林
園
に
幸
し
、
訟
を
都
亭
に
聽
く
。
八
⺼
、
又

林
に
幸
し
、

親
ら
囚
徒
を
錄
す
。
二＊

十
二
年
八
⺼
、
武
を

林
に
講
ず
。
孝＊

朙
帝
の
熙
平
元
年
、
詔
し
て

林
の
野
獸
を
山
澤
に
放
つ
。
孝＊

昌
二
年
、
詔

し
て
直
言
・
敢
諫
の
士
を
し
て
、
大
い
に

林
の
東
門
に
集
ま
ら
し
め
、
人
别
引
見
し
、
共
に
得
失
を
論
ぜ
し
む
。
爾＊

朱
兆 

元
顥
を
破
り
、

孝
莊
帝 

河
を
渡
り
、
先
づ

林
園
に
入
居
す
。
又
南＊

安
王
正
に
相
州
刺
史
と
爲
り
、
帝
之
を

林
の
都
亭
に
餞
し
、
詔
し
て
竝み
な

詩
を
賦
せ

し
め
、
能
は
ざ
る
者
は
射
を
聽
さ
し
む
。
北＊

海
王
詳

に
别
し
て

林
園
の
西
隅
に
住
み
、
宣
武
帝
每
に
濳
か
に
其
の
處
に
至
り
、
肆
に
飮

す
る
こ
と
終
日
な
り
。
楊＊

椿 

老
を
吿
げ
、
孝
莊
帝 

林
園
に
宴
し
、
御
座
を
下
り
、
手
を
執
り
涕
を
流
す
。
楊＊

津
傳
に
「
咸
陽
王
禧
反
し
、

宣
武
帝

林
園
に
馳
入
す
。
惟
だ
津
の
み
逆
に
同
ぜ
ず
。」
と
。
高＊

肈
傳
に
「
宣
武 
肈
を

林
に
引
見
す
。
肈
惶
懼
し
、
擧
動
儀
を
失
ふ
。」
と
。

此
れ
洛
陽
の

林
園
な
り
。
其
の
鄴
都
に
在
る
者
は
、
晉＊

の
載
記
に
「
石
𠂰 

張
羣
を
し
て
近
郡
の
男
女
十
六
萬
・
車
十
萬
を
發
し
、
土
を
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運
び

林

を
鄴
の
北
に
築
か
し
む
。
又
北
城
を
鑿
ち
、
水
を
引
き
以
て
之
に
灌
ぐ
。」
と
。
蓋
し
洛
陽
の

林
園
に
彷
ひ
て
之
を
爲
る
。

其
の
後
東
魏
鄴
に
遷
り
、
仍
ほ
以
て
游
幸
の
所
と
爲
す
。
孝＊

靜
帝
の
天
平
四
年
、

林
園
に
幸
し
訟
を
理
む
。
元＊

𧰼
元
年
、

林
の
都

に

幸
し
訟
を
聽
く
。
又

＊

て
高
澄
を

林
園
に
宴
す
。
北
齊
の
孝
昭
帝
簒
位
の
時
、
平＊

秦
王
高
歸
彥
を
し
て
侍
衞
の
士
を
引
き
、

林
園
に
向

ひ
、
娥
永
樂
を
斬
ら
し
む
。
武＊

成
帝
其
の
子
儼
を
寵
し
、
以
て
中
丞
・
大
司
徒
と
爲
し
、
鹵
簿
・
儀
衞
を
以
て
之
を
導
き
出
だ
さ
し
む
。
帝

は
胡
后
と

林
の
東
門
に
在
り
、
幕
を
隔
て
之
を
觀
る
。
此
れ
鄴
中
の

林
園
な
り
。
其
の
建
業
に
在
る
者
は
、
金＊

陵
新
志
に
云
ふ
「
臺
城

の
內
に
在
り
て
、
本
は
吳
の
舊
宮
の

な
り
。」
と
。
晉
の
南
渡
の
後
、
洛
陽
の
園
名
に
倣
ひ
て
之
を
葺
く
。
宋＊

の
武
帝
の
永
初
二
年
四
⺼
、

訟
を

林
園
に
聽
く
。
少＊

帝 
林
園
に
於
い
て
列
肆
を
爲
し
、
親み
ず
か自

ら
酤
賣
す
。
文＊

帝
又
景
陽
山
を

林
園
に
築
く
。
齊＊

の
東
昏 

林
に

於
い
て
市
を
設
く
。
所
謂
至
尊
肉
を
屠
り
、
潘
妃
酒
を
沽
る
な
り
。
梁＊

の
武
帝
命
じ
て

林
園
に
於
い
て
釋
典
を
總
集
せ
し
む
。

＊

文
帝 

林
に
遊
び
、
左
右
に
謂
ひ
て
曰
く
「
會
心
の
處
、
必
ず
し
も
遠
き
に
在
ら
ず
、
翳
然
た
る
林
木
、
便
ち
自
ら
濠
濮
の
閒
の
想
ひ
有
り
。」
と
。

此
れ
建
康
の

林
園
な
り
。
三
處
皆

林
園
有
り
、
史
を
閱
る
者
幾
ど
淆
惑
を
致
す
。
故
に
此
に
分
析
す
。
蓋
し
其
の
始
め
本
よ
り
洛
陽
に

林
園
有
る
に
よ
り
、
因
り
て
晉
の
南
渡
の
後
、
吳
時
の
舊
宮
の

を
以
て
之
に
彷
ふ
。
是
に
於
い
て
建
康
の

林
有
り
。
石
𠂰 

鄴
に
都
し
、

亦
た
洛
陽
の
規
制
に
彷
ふ
。
是
に
於
い
て
鄴
都
の

林
有
り
。
古
時
の
宮

多
く
舊
名
に
彷
ひ
て
之
を
爲
す
者
有
り
。
長＊

安
に
樂
遊
原
有
る

が
如
き
は
、
乃
ち
漢
の
宣
帝 

樂
遊
廟
を
其
の
地
に
建
て
、
因
り
て
此
の
名
有
り
。
後
に
隋＊

の
文
帝
旣
に
長
安
を
故
城
の
北
二
十
餘
里
な
る

よ
り
遷
し
、
而
し
て
唐
の
時＊
太
平
公
主 

池
觀
を
樂
遊
原
上
に
築
け
ば
、
則
ち
必
ず
漢
の
時
の
樂
遊
の
舊
地
に
非
ざ
る
こ
と
、
知
る
可
し
。

地
改
ま
る
も
名
は
舊
に
仍
る
な
り
。
又
金
陵
に
も
亦
た
樂
遊

有
り
。
建＊

康
實
錄
に
「
宋
の
文
帝
の
元
嘉
二
十
一
年
七
⺼
、
甘
露 

樂
遊

に
降
る
。」
と
。
顧＊

野
王
の
輿
地
志
に
所
謂
「
覆
舟
山 

樂
游

の
內
に
在
り
。」
は
是
れ
な
り
。
漢＊

の
武
帝 

昆
朙
池
を
上
林
に
鑿
ち
、
以
て

舟
師
を
肄
ふ
。
而
し
て
金
陵
の
元
武
湖
も
亦
た
昆
朙
池
と
號
す
。
太＊

平
御
覽
の
京
都
記
に
「
齊
の
武
帝 

水
軍
を
其
の
中
に
習
ひ
、
號
し
て

昆
朙
池
と
曰
ふ
。」
と
。
沈
約
の
覆
舟
山
に
登
る
の
詩
に
所
謂
「
南
に
儲
胥
舘
を
瞻
、
北
に
昆
朙
池
を
望
む
」
は
是
れ
な
り
。
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【
語
註
】

○
裴
松
之
の
魏
…
─
『
三
國
志
』
卷
三
、
魏
書
、
朙
帝
紀
第
三
、
靑
龍
三
年
の
裴
註
所
引
『
魏
畧
』
に
「
是
年
起
太
極
諸
殿
、
築
總
章
觀
、

高
十
餘
丈
、
建
翔
鳳
於
其
上
。
又
於
芳
林
園
中
起
陂
池
、
楫
櫂
越
歌
。」
と
有
る
。
○
魏
略
に
「
朙
帝
…
─
『
三
國
志
』
卷
三
、
魏
書
、
朙

帝
紀
第
三
、
景
初
元
年
十
二
⺼
條
の
裴
註
所
引
『
魏
略
』
に
「
起
土
山
于
芳
林
園
西
北
陬
、
使
公
卿
羣
僚
皆
負
土
成
山
、
樹
松
竹
雜
木
善
草

於
其
上
、
捕
山
禽
雜
獸
置
其
中
。」
と
有
る
。
○
齊
王
芳
位
に
…
─
『
三
國
志
』
卷
二
、
魏
書
、
文
帝
紀
第
二
、
黃
初
四
年
九
⺼
條
の
裴
註

所
引
『
魏
書
』
に
「
是
冬
、
甘
露
降
芳
林
園
。」
と
有
り
、
次
い
で
「
臣
松
之
按
、
芳
林
園
卽
今

林
園
、
齊
王
芳
卽
位
、
改
爲

林
。」
と

有
る
。
○
魏
書
崔
長
文
…
─
『
魏
書
』
卷
六
十
七
、
列
傳
第
五
十
五
、
崔
光
傳
に
「
光
從
祖
弟
長
文
、
字
景
翰
。
少
亦
徙
於
代
都
、
聰
敏
有

學
識
。
太
和
中
、
除
奉
朝
請
。
遷
洛
、
拜
司
空
參
軍
事
、
營
構

林
園
。」
と
有
る
。
な
お
『
北
史
』
卷
四
十
四
、
列
傳
第
三
十
二
、
崔
光

傳
に
は
見
え
ず
。
○
茹
皓
傳
に
「
皓
…
─
『
魏
書
』
卷
九
十
三
、
列
傳
恩
倖
第
八
十
一
、
茹
皓
傳
に
「
遷
驃
騎
將
軍
、
領

林
諸
作
。
皓
性

微
工
巧
、
多
所
興
立
。
爲
山
於
天
淵
池
西
、
採
掘
北
邙
及
南
山
佳
石
。
徙
竹
汝
潁
、
羅
蒔
其
閒
、
經
構
樓
館
、
列
於
上
下
。
樹
草
栽
木
、
頗

有
野
致
。」
と
有
る
。『
北
史
』
卷
九
十
二
、
列
傳
第
八
十
、
恩
幸
傳
、
茹
皓
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
太
和
二
十
年
…
─
『
魏
書
』
卷
七
下
、

高
祖
孝
文
帝
紀
第
七
下
、
太
和
二
十
年
に
「
二
⺼
辛
丑
、
帝
幸

林
、
聽
訟
於
都
亭
。
…
…
。
庚
戌
、
幸

林
、
聽
訟
於
都
亭
。
…
…
。
八

⺼
壬
辰
朔
、
幸

林
園
、
親
錄
囚
徒
、
咸
降
本
罪
二
等
決
遣
之
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
三
、
魏
本
紀
第
三
、
高
祖
孝
文
帝
紀
に
同
文

有
り
。
○
二
十
二
年
八
…
─
『
魏
書
』
卷
七
下
、
本
紀
第
七
下
、
太
和
二
十
一
年
に
「（
八
⺼
）
甲
戌
、
講
武
於

林
園
。」
と
有
る
。
又
『
北

史
』
卷
三
、
魏
本
紀
第
三
、
高
祖
孝
文
帝
紀
も
太
和
二
十
一
年
八
⺼
條
に
同
文
有
り
。
○
孝
朙
帝
の
熙
…
─
『
魏
書
』
卷
九
、
肅
宗
孝
朙
帝

紀
第
九
、
煕
平
元
年
五
⺼
に
「
庚
午
、
詔
放

林
野
獸
於
山
澤
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
四
、
魏
肅
宗
孝
朙
帝
紀
第
四
に
同
文
有
り
。

○
孝
昌
二
年
、
詔
…
─
『
魏
書
』
卷
九
、
肅
宗
孝
朙
帝
紀
第
九
、
孝
昌
二
年
に
「（
六
⺼
）
戊
子
、
詔
曰
『
自
運
屬
艱
棘
、
歷
載
於
茲
…
…
。

親
自
招

、
收
集
忠
勇
。
其
有
直
言
・
正
諫
之
士
、
敢
決
徇
義
之
夫
、
二
十
五
日
悉
集

林
東
門
、
人
别
引
見
、
共
論
得
失
。
…
…
。』」
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と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
四
、
魏
肅
宗
孝
朙
帝
紀
第
四
に
略
同
文
有
り
。
○
爾
朱
兆
元
顥
…
─
『
魏
書
』
卷
十
、

宗
孝
莊
帝
紀
第
十
、
永

安
二
年
に
「
秋
七
⺼
戊
辰
、
都
督
尒
朱
兆
・
賀
拔
勝
從
硤
石
夜
濟
、
破
顥
子
冠
受
及
安
豐
王
延
朙
軍
、
元
顥
敗
走
。
庚
午
、
車
駕
入
居

林

園
、
昇
大

門
、
大
赦
天
下
。」
と
有
り
、
同
卷
七
十
四
、
列
傳
第
六
十
二
、
尒
朱
榮
傳
に
「
榮
乃
令
都
督
尒
朱
兆
等
率
精
騎
夜
濟
、
登
岸

奮
擊
。
顥
子
領
軍
將
軍
冠
受
率
馬
步
五
千
拒
戰
、
兆
大
破
之
、
臨
陳
擒
冠
受
。
延
朙
聞
冠
受
見
擒
、
遂
自
迯
散
、
顥
便
率
麾
下
南
奔
。
事
在

其
傳
。
車
駕
渡
河
、
入
居

林
園
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
五
、
魏

宗
孝
莊
帝
紀
第
五
・
同
卷
四
十
八
、
列
傳
三
十
六
、
尒
朱
榮
傳

に
略
同
文
有
り
。
○
南
安
王
正
に
…
─
此
處
で
謂
う
南
安
王
は
元
楨
を
指
す
。『
魏
書
』
卷
十
九
下
、
景
穆
十
二
王
列
傳
第
七
下
、
南
安
王

楨
傳
に
「
又
以
楨
議
定
遷
都
、
復
封
南
安
王
、
⻝
邑
一
千
戶
。
出
爲
鎭
北
大
將
軍
・
相
州
刺
史
。
高
祖
餞
楨
於

林
都
亭
。
詔
曰
『
從
祖
南

安
、
旣
之
蕃
任
、
將
曠
違
千
里
、
豫
懷
惘
戀
。
然
今
者
之
集
、
雖
曰
分
歧
、
實
爲
曲
宴
、
竝
可
賦
詩
申
意
。
射
者
可
以
觀
德
、
不
能
賦
詩
者
、

可
聽
射
也
。

使
武
士
彎
弓
、
文
人
下
筆
。』
高
祖
送
楨
於
階
下
、
流
涕
而
别
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
十
八
、
列
傳
第
六
、
景
穆
十
二

王
傳
下
、
南
安
王
楨
傳
に
「
以
議
定
遷
都
、
復
封
南
安
王
、
爲
鎭
北
大
將
軍
・
相
州
刺
史
。
帝
餞
楨
於

林
都
亭
、
詔
竝
賦
詩
、
不
能
者
、

竝
可
聽
射
、

使
武
士
彎
弓
、
文
人
下
筆
。
帝
送
楨
下
階
，
流
涕
而
别
。」
と
有
る
。
○
北
海
王
詳

…
─
『
魏
書
』
卷
二
十
一
上
、
獻
文

六
王
列
傳
第
九
上
、
北
海
王
詳
傳
に
「
詳

别
住

林
園
之
西
隅
。
與
都
亭
宮
館
密
邇
相
接
、
亦
通
後
門
。
世
宗
每
濳
幸
其
所
、
肆
飮
終
日
、

其
寵
如
此
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
十
九
、
列
傳
第
七
、
獻
文
六
王
、
北
海
王
詳
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
楊
椿
老
を
吿
…
─
『
魏
書
』

卷
五
十
八
、
列
傳
第
四
十
六
、
楊
椿
傳
に
「
上
書
頻
乞
歸
老
、
詔
曰
『
椿
國
之
老
成
、
方
所
尊
尙
、
遽
以
高
年
、
願
言
致
仕
、
顧
懷
舊
德
、

是
以
未
從
。
但
吿
謁
頻
煩
、
辭
理
彌
固
、
以
茲
難
奪
、
又
所
重
違
、
今
便
允
其
雅
志
。
可
服
侍
中
朝
服
、
賜
服
一
具
・
衣
一
襲
・
八
尺
牀
帳
・

几
杖
、
不
朝
、
乘
安
車
、
駕
駟
馬
、
給
扶
、
傳
詔
二
人
、
仰
所
在
郡
縣
、
時
以
禮
存
問
安
否
。
方
乖
詢
訪
、
良
用
憮
然
。』
椿
奉
詔
於

林
園
、

帝
下
御
座
執
椿
手
流
淚
曰
『
公
、
先
帝
舊
臣
、
實
爲
元
老
、
今
四
方
未
寧
、
理
須
諮
訪
。
但
高
尙
其
志
、
決
意
不
留
、
旣
難
相
違
、
深
用
悽

愴
。』
椿
亦
歔
欷
欲
拜
、
莊
帝
親
執
不
聽
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
四
十
一
、
列
傳
第
二
十
九
、
楊
椿
傳
に
略
文
有
り
。
○
楊
津
傳
に
「
咸
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…
─
『
魏
書
』
卷
五
十
八
、
列
傳
第
四
十
六
、
楊
津
傳
に
「
景
朙
中
、
世
宗
遊
於
北
邙
、
津
時
陪
從
。
太
尉
・
咸
陽
王
禧
謀
反
、
世
宗
馳
入

林
。
時
直
閤
中
有
同
禧
謀
、
皆
在
從
限
。
及
禧
平
、
帝
顧
謂
朝
臣
曰
『
直
閤
半
爲
逆
黨
、
非
至
忠
者
安
能
不
預
此
謀
。』
因
拜
津
左
中
郞
將
。

遷
驍
騎
將
軍
、
仍
直
閤
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
四
十
一
、
列
傳
第
二
十
九
、
楊
津
傳
に
略
同
文
有
り
、「
世
宗
」
を
「
宣
武
」
と
記
す
。

○
高
肈
傳
に
「
宣
…
─
『
魏
書
』
卷
八
十
三
下
、
列
傳
外
戚
第
七
十
一
下
、
高
肈
傳
に
「
始
世
宗
未
與
舅
氏
相
接
、
將
拜

、
乃
賜
衣
幘
引

見
肈
・
顯
于

林
都
亭
。
皆
甚
惶
懼
、
擧
動
失
儀
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
八
十
、
列
傳
第
六
十
八
、
外
戚
傳
、
高
肈
傳
に
略
同
文
有
り
。

○
晉
の
載
記
に
…
─
『
晉
書
』
卷
一
百
七
、
載
記
第
七
、
石
季
龍
下
に
「
時
沙
門
吳
進
言
于
季
龍
曰
『
胡
運
將
衰
、
晉

復
興
。
宜

役
晉

人
以
厭
其
氣
。』
季
龍
于
是
使
尙
書
張
羣
發
近
郡
男
女
十
六
萬
、
車
十
萬
乘
、
運
土
築

林

及
長
牆
于
鄴
北
、
廣
長
數
十
里
。
…
…
。
鑿

北
城
、
引
水
于

林
園
。
城
崩
、
壓
死
者
百
餘
人
。」
と
有
る
。
○
孝
靜
帝
の
天
…
─
『
魏
書
』
卷
十
二
、
孝
靜
帝
紀
第
十
二
、
天
平
四
年

に
「
六
⺼
己
巳
、
幸

林
園
理
訟
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
五
、
東
魏
孝
靜
帝
紀
第
五
に
同
文
有
り
。
○
元
𧰼
元
年
、
幸
…
─
『
魏
書
』

卷
十
二
、
孝
靜
帝
紀
第
十
二
、
元
𧰼
元
年
に
「
六
⺼
壬
辰
、
帝
幸

林
都

聽
訟
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
五
、
東
魏
孝
靜
帝
紀
第
五

に
同
文
有
り
。
○

て
高
澄
を
…
─
『
北
齊
書
』
卷
二
十
八
、
列
傳
第
二
十
、
元
孝
友
傳
に
「
魏
靜
帝
宴
文
襄
於

林
、
孝
友
因
醉
自
譽
。」

云
々
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
十
六
、
列
傳
第
四
、
太
武
五
王
、
臨
淮
王
譚
傳
に
略
同
文
有
り
。
○
平
秦
王
高
歸
…
─
『
北
齊
書
』
卷
六
、

孝
昭
帝
紀
第
六
に
「
帝
乃
令
歸
彥
引
侍
衞
之
士
向

林
園
、
以
京
畿
軍
入
守
門
閤
、
斬
娥
永
樂
於
園
。」
と
有
る
。
又
『
北
史
』
卷
七
、
齊

孝
昭
帝
紀
中
第
七
に
同
文
有
り
。
○
武
成
帝
其
の
…
─
『
北
齊
書
』
卷
十
二
、
列
傳
第
十
二
、
武
成
十
二
王
、
琅
邪
王
儼
傳
に
「
魏
氏
舊
制
、

中
丞
出
淸
衟
、
與
皇
太
子
分
路
行
。
王
公
皆
遙
住
車
去
牛
、
頓
軛
於
地
、
以
待
中
丞
過
。
其
或
遲
違
則
赤
棒
棒
之
。
自
都
鄴
後
、
此
儀
浸
絕
。

武
成
欲
雄
寵
儼
、
乃
使
一
依
舊
制
。
初
從
北
宮
出
、
將
上
中
丞
、
凡
京
畿
步
騎
、
領
軍
之
官
屬
、
中
丞
之
威
儀
、
司
徒
之
鹵
簿
、
莫
不
畢
備
。

帝
與
胡
后
在

林
園
東
門
外
張
幕
、
隔
靑
紗
步
障
觀
之
。
遣
中
貴
驟
馬
趣
仗
、
不
得
入
、
自
言
奉
勑
、
赤
棒
應
聲
碎
其
鞍
、
馬
驚
人
墜
。
帝

大
笑
、
以
爲
善
。」
と
有
る
。『
北
史
』
卷
五
十
二
、
列
傳
第
四
十
に
略
同
文
有
り
。
○
金
陵
新
志
に
…
─
元
の
張
鉉
『
至
大
金
陵
新
志
』
卷
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十
二
上
、
古
蹟
志
に
「
古

林
園
。
在
臺
城
內
、
本
吳
舊
宮

也
。」
と
有
る
。
○
宋
の
武
帝
の
…
─
『
宋
書
』
卷
三
、
武
帝
紀
下
第
三
、

永
初
二
年
に
「

四
⺼
…
…
。
戊
申
、
車
駕
於

林
園
聽
訟
。」
と
有
る
。
又
『
南
史
』
卷
一
、
宋
本
紀
上
第
一
、
武
帝
紀
に
「（

四
⺼
）

戊
申
、
聽
訟
於

林
園
。」
と
有
る
。
○
少
帝

林
園
…
─
『
宋
書
』
卷
四
、
少
帝
紀
第
四
、
景
平
二
年
に
「
時
帝
於

林
園
爲
列
肆
、
親

自
酤
賣
。」
と
有
る
。
又
『
南
史
』
卷
一
、
宋
本
紀
上
第
一
、
少
帝
紀
に
同
文
有
り
。
○
文
帝
又
景
陽
…
─
『
宋
書
』
卷
五
、
文
帝
紀
第
五
、

元
嘉
二
十
三
年
に
「
是
歲
、
大
有
年
。
築
北
堤
、
立
玄
武
湖
、
築
景
陽
山
於

林
園
。」
と
有
る
。
又
『
南
史
』
卷
二
、
宋
本
紀
中
第
二
、

文
帝
紀
に
「
是
歲
、
大
有
年
。
築
北
堤
、
立
玄
武
湖
於
樂
游

北
、
興
景
陽
山
于

林
園
。
役
重
人
怨
。」
と
有
る
。
○
齊
の
東
昏

…
─
『
南

齊
書
』
卷
七
、
東
昏
侯
紀
第
七
、
永
元
三
年
に
「
三
年

、
於
閱
武

起
芳
樂

。
…
…
。
又
於

中
立
市
、
太
官
每
旦
進
酒
肉
雜
肴
、
使

宮
人
屠
酤
、
潘
氏
爲
市
令
、
帝
爲
市
魁
、
執
罰
、
爭
者
就
潘
氏
決
判
。」
と
有
り
、『
南
史
』
卷
五
、
齊
本
紀
下
第
五
、
廢
帝
東
昏
侯
紀
に
「
三

年
、
殿
內
火
。
…
…
。
北
至

林
、
西
至
祕
閣
、
三
千
餘
閒
皆
盡
。
左
右
趙
鬼
能
讀
西
京
賦
、
云
『
栢
梁
旣
災
、
建
章
是
營
。』
於
是
大
起

諸
殿
。
…
…
。
又
以
閱
武

爲
芳
樂

。
…
…
。
又
於

中
立
店
肆
、
模
大
市
、
日
游
市
中
、
雜
所
貨
物
、
與
宮
人
閹
豎
共
爲
裨
販
。
以
潘

妃
爲
市
令
、
自
爲
市
吏
錄
事
、
將
鬬
者
就
潘
妃
罰
之
。
帝
小
有
得
失
、
潘
則
與
杖
、
乃
敕
𠂰
賁
威
儀
不
得
進
大
荆
子
、
閤
內
不
得
進
實
中
荻
。

…
…
。
又
開
渠
立
埭
、
躬
自
引
船
、
埭
上
設
店
、
坐
而
屠
肉
。
于
時
百
姓
歌
云
『
閱
武

、
種
楊
柳
、
至
尊
屠
肉
、
潘
妃
酤
酒
。』」
と
有
り
、

『
資
治
通
鑑
』
卷
百
四
十
四
に
「
東
昏
侯
作
芳
樂

。
…
…
。
又
於

中
立
市
、
使
宮
人
宦
者
共
爲
裨
販
、
以
潘
貴
妃
爲
市
令
、
東
昏
侯
自

爲
市
錄
事
、
小
有
得
失
、
妃
則
與
杖
。
乃
敕
𠂰
賁
不
得
進
大
荆
、
實
中
荻
。
又
開
渠
立
埭
、
身
自
引
船
、
或
坐
而
屠
肉
。」
と
有
る
。
永
元

三
年
に
宮
殿
內
に
火
災
が
起
き
た
と
す
る
『
南
史
』
の
記
述
は
、
同
年
二
⺼
丙
寅
の
「
乾
和
殿
西
廂
火
」（『
南
齊
書
』
同
文
）
を
指
す
か
、

或
い
は
歬
年
七
⺼
甲
辰
の
「
夜
宮
內
火
。
唯
東
閤
內
朙
帝
舊
殿
數
區
及
太
極
以
南
得
存
、
餘
皆
蕩
盡
。」（『
南
齊
書
』
は
八
⺼
甲
申
に
「
夜

宮
內
火
」
と
記
す
）
を
指
す
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
火
災
で

林
園
は
灰
燼
に
歸
し
て
お
り
、
東
昏
侯
の
遊
樂
は
閱
武

（
蹟
地
か
。『
至

大
金
陵
新
志
』
卷
十
二
上
、
古
蹟
志
に
「
古
芳
樂

。
齊
東
昏
侯
卽
臺
城
閱
武

爲
芳
樂

。」
と
有
り
、
臺
城
は
建
康
の
宮
殿
を
指
す
た
め
、
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閱
武

も
火
災
で
燒
失
し
て
い
た
可
能
性
も
有
る
。）
を
改
修
し
て
作
ら
れ
た
芳
樂

で
行
わ
れ
て
お
り
、

林
園
で
行
わ
れ
た
と
は
考
え

難
い
。
○
梁
の
武
帝
命
…
─
『
隋
書
』
卷
三
十
二
、
志
第
二
十
七
、
經
籍
志
一
に
「
梁
初
、
祕
書
監
任
昉
、
躬
加
部
集
、
又
於
文
德
殿
內
列

藏
衆
書
、

林
園
中
總
集
釋
典
、
大
凡
二
萬
三
千
一
百
六
卷
、
而
釋
氏
不
豫
焉
。」
と
有
る
。
○

文
帝 

林
…
─
『
世
說
新
語
』
言
語
第

二
に
「

文
入

林
園
、
顧
謂
左
右
曰
『
會
心
處
、
不
必
在
遠
。
翳
然
林
水
、
便
自
有
濠
濮
閒
想
也
。
覺
鳥
獸
禽
魚
、
自
來
親
人
。』」
と
有

り
、
な
お
「
濠
濮
」
は
、
劉
孝
標
註
に
據
れ
ば
共
に
『
莊
子
』
秋
水
篇
を
典
故
と
す
る
。
○
長
安
に
樂
遊
…
─
『
漢
書
』
卷
八
、
宣
帝
紀
第

八
、
神

三
年
に
「
春
、
起
樂
游

。」
と
有
り
、
そ
の
顏
師
古
註
に
「
三
輔
黃
圖
云
「
在
杜
陵
西
北
。」
又
關
中
記
云
「
宣
帝
立
廟
於
曲
池

之
北
、
號
樂
游
。」
案
其
處
則
今
之
所
呼
樂
游
廟
者
是
也
。」
と
有
る
。
○
隋
の
文
帝
旣
…
─
開
皇
二
年
六
⺼
丙
申
詔
に
よ
っ
て
新
都
造
營
が

定
め
ら
れ
、
翌
年
三
⺼
丙
辰
に
遷
都
が
行
わ
れ
て
い
る
。『
隋
書
』
卷
一
、
高
祖
紀
上
第
一
・
同
卷
三
十
七
、
列
傳
第
二
、
李
穆
傳
・
卷

六
十
八
、
列
傳
第
三
十
三
宇
文
愷
傳
等
を
參
照
。
な
お
、『
舊
唐
書
』
卷
三
十
八
、
志
第
十
八
、
地
理
志
一
、十
衟
郡
國
一
、
關
內
衟
、
京
師

に
「
京
師
。
秦
之
咸
陽
、
漢
之
長
安
也
。
隋
開
皇
二
年
、
自
漢
長
安
故
城
東
南
移
二
十
里
置
新
都
、
今
京
師
是
也
。
…
…
。
禁

、
在
皇
城

之
北
、
…
…
西
連
故
長
安
城
、
…
…
。
漢
長
安
故
城
東
西
十
三
里
、
亦
隸
入

中
。」
と
有
る
。
○
太
平
公
主
池
…
─
『
新
唐
書
』
卷

八
十
三
、
列
傳
第
八
、
諸
帝
公
主
傳
、
高
宗
三
女
、
太
平
公
主
傳
に
「
始
、
主
作
觀
池
樂
游
原
、
以
爲
盛
集
。
旣
敗
、
賜
寧
・
申
・
岐
・
薛

四
王
、
都
人
歲
祓
禊
其
地
。」
と
有
る
。
○
建
康
實
錄
に
…
─
『
建
康
實
錄
』
卷
第
十
二
、
宋
中
、
太
祖
文
皇
帝
に
「（
元
嘉
二
十
一
年
）
七

⺼
、
甘
露
降
樂
遊

。」
と
有
る
。
な
お
『
宋
書
』
卷
二
十
八
、
志
第
十
八
、
符
瑞
志
中
に
は
、
元
嘉
二
十
一
年
四
⺼
・
同
二
十
三
年
二
⺼

丁
未
・
同
年
十
二
⺼
辛
丑
に
樂
遊

に
甘
露
の
降
っ
た
記
述
が
有
り
、『
陳
書
』
に
依
れ
ば
宣
帝
の
太
建
四
年
十
二
⺼
壬
寅
・
同
七
年
閏
九

⺼
に
樂
遊

に
甘
露
の
降
っ
た
記
述
が
有
る
。
○
顧
野
王
の
輿
…
─
『
至
大
金
陵
新
志
』
卷
五
上
、
山
川
志
一
、
山
阜
に
「
覆
舟
山
。
…
…
。

舆
地
志
『
山
在
樂
游

內
。』
…
…
。」
と
有
る
。
○
漢
の
武
帝
昆
…
─
『
漢
書
』
卷
六
、
武
帝
紀
第
六
、
元
狩
三
年
に
「
發
謫
吏
穿
昆
朙
池
。」

と
有
り
、
顏
師
古
註
所
引
臣
瓚
註
に
「
西
南
夷
傳
有
越
嶲
・
昆
朙
國
。
有
滇
池
、
方
三
百
里
。
漢
使
求
身
毒
國
而
爲
昆
朙
所
閉
。
今
欲
伐
之
、
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故
作
昆
朙
池
𧰼
之
、
以
習
水
戰
。
在
長
安
西
南
、
周
囘
四
十
里
。
⻝
貨
志
又
曰
、
時
越
欲
與
漢
用
船
戰
、
遂
乃
大
修
昆
朙
池
也
。」
と
有
る
。

な
お
趙
翼
の
「
肄
舟
師
」
は
『
三
國
志
』
卷
一
、
魏
書
、
武
帝
紀
第
一
に
「（
建
安
）
十
三
年
春
正
⺼
、
公
還
鄴
、
作
玄
武
池
以
肄
舟
師
。」

と
有
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
○
太
平
御
覽
京
…
─
『
太
平
御
覽
』
卷
六
十
六
、
地
部
三
十
一
、
湖
に
「
京
都
記
云
『
從
北
望
鍾

山
、
從
宮
亭
湖
望
盧
嶽
、
齊
武
帝
理
水
軍
於
此
中
、
號
曰
昆
朙
池
。』
故
沈
約
登
覆
舟
山
詩
云
『
南
瞻
儲
胥
館
、
北
望
昆
朙
池
。』
卽
此
爾
。

永
嘉
末
、
有
龍
見
於
湖
內
、
故
改
爲
玄
武
湖
。」
と
有
る
。

【
現
代
語
譯
】

六
朝
の
時
に

林
園
は
全
部
で
三
箇
所
有
っ
た
。
洛
陽
に
在
る

林
園
は
、
裴
松
之
の
『
三
國
志
』
魏
志
の
註
に
「
本
來
は
東
漢
の
芳
林
園

の
こ
と
で
、
魏
の
朙
帝
の
靑
龍
三
年
に

林
園
の
中
に
大
き
な
池
を
作
り
、
舟
を
漕
い
で
越
の
歌
を
歌
っ
た
。」
と
云
っ
て
い
る
。
又
『
魏
略
』

に
「
朙
帝
が
築
山
を
芳
林
園
の
西
北
の
隅
に
作
ろ
う
と
し
、
羣
臣
に
土
を
背
負
わ
せ
山
を
作
ら
せ
、
松
柏
竹
木
を
そ
の
山
の
上
に
樹
え
、
そ

の
中
で
放
し
飼
い
し
た
鳥
や
獸
を
捕
ら
え
た
。」
と
い
う
。
齊
王
曹
芳
が
卽
位
す
る
と
、
芳
の
字
が
諱
を
犯
す
こ
と
に
な
り
、
改
め
て

林

園
と
な
っ
た
。
後
に
北
魏
の
孝
文
帝
が
洛
陽
に
遷
都
し
て

林
園
を
補
修
し
た
。『
魏
書
』
崔
長
文
傳
に
「
孝
文
帝
は
洛
陽
に
遷
都
す
る
と

崔
長
文
に
命
じ
て

林
園
を
造
營
さ
せ
た
。」
と
有
り
、
又
茹
皓
傳
に
は
「
茹
皓
が

林
園
の
修
理
・
造
營
を
兼
任
し
、
天
淵
池
の
西
に
山

を
作
り
、
北
邙
の
良
い
石
を
採
石
し
て
竹
を
汝
州
・
穎
州
か
ら
移
植
し
、
大
變
風
流
な
趣
に
し
た
。」
と
有
る
。
孝
文
帝
は
太
和
二
十
年
二
⺼
、

林
園
に
行
幸
し
て
都
亭
に
て
訴
訟
を
聽
き
、
八
⺼
に
又

林
園
に
行
幸
し
て
自
ら
囚
人
を
取
り
調
べ
た
。
太
和
二
十
二
年
八
⺼
に
は

林

園
で
軍
事
演
習
を
し
た
。
孝
朙
帝
の
煕
平
元
年
に
詔
が
下
さ
れ
、

林
園
の
野
獸
を
山
澤
に
放
し
た
。
孝
昌
二
年
に
詔
を
下
し
て
直
言
・
敢

諫
の
士
を
大
勢

林
の
東
門
に
集
ま
ら
せ
、
一
人
一
人
と
引
見
し
て
共
に
得
失
を
論
じ
さ
せ
た
。
爾
朱
兆
が
元
顥
を
破
る
と
、
孝
莊
帝
は
渡

河
し
て
ま
ず

林
園
に
入
り
留
ま
っ
た
。
又
南
安
王
元
楨
が
相
州
刺
史
と
な
っ
た
そ
の
時
、
孝
文
帝
は
南
安
王
を

林
園
の
都
亭
に
て
送
别
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し
、
詔
を
下
し
て
全
員
に
詩
を
作
ら
せ
、
で
き
な
い
者
に
は
射
を
許
さ
せ
た
。
北
海
王
元
詳
は

に
特
别
に

林
園
の
西
隅
に
住
ん
で
お
り
、

宣
武
帝
は
い
つ
も
密
か
に
北
海
王
の
屋
旉
に
行
き
、
自
由
氣
ま
ま
に
一
日
中
酒
を
飮
ん
で
い
た
。
楊
椿
が
辭
職
を
願
い
出
る
と
、
孝
莊
帝
は

林
園
に
宴
を
開
き
、
玉
座
か
ら
下
り
て
楊
椿
の
手
を
取
っ
て
涙
を
流
し
た
。
楊
津
傳
に
は
「
咸
陽
王
元
禧
が
反
亂
を
企
む
と
、
宣
武
帝
は

林
園
に
驅
け
込
ん
だ
。
た
だ
楊
津
だ
け
が
反
逆
に
關
與
し
な
か
っ
た
。」
と
有
り
、
高
肈
傳
に
は
「
宣
武
帝
は
高
肈
を

林
園
に
引
見
し
た
。

高
肈
は
恐
れ
お
の
の
き
所
作
が
禮
儀
を
缺
い
た
。」
と
有
る
。
こ
れ
が
洛
陽
の

林
園
で
あ
る
。
鄴
都
に
在
る

林
園
は
、『
晉
書
』
の
載
記

に
「
石
𠂰
が
張
羣
に
近
郡
の
男
女
十
六
萬
・
車
十
萬
を
徵
發
さ
せ
、
土
を
運
ん
で

林

を
鄴
の
北
に
築
か
せ
た
。
又
北
城
に
穴
を
掘
り
、

水
を
引
い
て

林

に
灌
い
だ
。」
と
有
る
。
考
え
る
に
、
洛
陽
の

林
園
に
模
倣
し
て
こ
れ
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
東
魏
が

鄴
に
遷
都
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
游
覽
行
幸
の
所
と
さ
れ
た
。
孝
靜
帝
の
天
平
四
年
、
孝
靜
帝
は

林
園
に
行
幸
し
て
訴
訟
を
理
め
た
。
元
𧰼

元
年
に
は

林
園
の
都

に
行
幸
し
て
訴
訟
を
聽
い
た
。
又

て
高
澄
の
た
め
に

林
園
に
宴
を
開
い
た
こ
と
も
あ
る
。
北
齊
の
孝
昭
帝
は

帝
位
を
簒
奪
し
た
時
に
、
平
秦
王
高
歸
彥
に
侍
衞
の
兵
士
を
率
い
て

林
園
に
向
か
わ
せ
、
娥
永
樂
を
斬
ら
せ
た
。
武
成
帝
は
子
の
高
儼
を

寵

し
て
い
た
の
で
、
中
丞
・
大
司
徒
に
す
る
と
、
司
徒
と
中
丞
に
從
う
儀
杖
兵
に
先
導
さ
せ
て
宮
廷
か
ら
出
さ
せ
た
。
武
成
帝
は
胡
后
と

林
園
の
東
門
に
い
て
、
幕
を
隔
て
て
そ
の
樣
子
を
觀
て
い
た
。
こ
れ
が
鄴
の

林
園
で
あ
る
。
建
業
に
在
る

林
園
は
、『
金
陵
新
志
』

に
「
臺
城
の
中
に
あ
っ
て
、
元
々
は
吳
の
舊
宮
の
宮

で
あ
る
。」
と
云
っ
て
い
る
。
晉
の
南
渡
の
後
、
洛
陽
の

林
園
の
名
に
倣
っ
て
こ

れ
を
補
修
し
た
。
宋
の
武
帝
の
永
初
二
年
四
⺼
、
武
帝
は

林
園
に
て
訴
訟
を
聽
い
た
。
少
帝
は

林
園
に
多
く
の
店
を
列
べ
自
分
自
身
で

賣
買
し
た
。
文
帝
は

林
園
に
更
に
景
陽
山
を
築
い
た
。
南
齊
の
東
昏
侯
は

林
園
に
市
場
を
設
置
し
た
。
所
謂
「
陛
下
が
肉
を
賣
り
、
潘

妃
が
酒
を
賣
る
」
で
あ
る
。
梁
の
武
帝
は
命
を
下
し
て

林
園
に
て
釋
典
を
聚
集
さ
せ
た
。

文
帝
は

林
園
に
遊
ん
だ
折
に
左
右
の
臣
下

へ
「
心
に
適
っ
た
所
は
必
ず
し
も
遠
く
に
在
る
の
で
は
な
い
、
ほ
の
暗
い
林
木
は
、
も
う
お
の
ず
と
濠
梁
や
濮
水
の
よ
う
な
想
い
が
あ
る
。」

と
言
っ
た
。
こ
れ
が
建
康
の

林
園
で
あ
る
。
三
箇
所
す
べ
て
に

林
園
が
有
り
、
史
書
を
閲
覽
す
る
者
は
こ
れ
に
戶
惑
っ
て
い
る
よ
う
で
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あ
る
た
め
、
こ
こ
に
分
析
し
た
。
考
え
る
に
、
そ
の
始
め
本
來
は
洛
陽
に

林
園
が
在
り
、
そ
れ
が
も
と
で
晉
の
南
渡
の
後
、
吳
の
時
の
舊

宮
の
宮

を
用
い
て
こ
れ
を
模
倣
し
た
。
そ
こ
で
建
康
の

林
園
が
で
き
た
。
石
𠂰
が
鄴
に
遷
都
す
る
と
、
ま
た
洛
陽
の
格
式
を
模
倣
し
た
。

そ
こ
で
鄴
都
の

林
園
が
で
き
た
。
昔
の
宮

は
舊
名
を
模
倣
し
て
そ
の
名
を
つ
け
る
も
の
が
多
く
あ
る
。
長
安
に
樂
遊
原
が
有
る
の
は
、

漢
の
宣
帝
が
樂
遊
廟
を
長
安
に
建
て
た
た
め
に
こ
の
名
が
有
る
。
後
に
隋
の
文
帝
が
す
で
に
長
安
を
漢
の
故
城
の
あ
っ
た
北
二
十
餘
里
の
地

か
ら
遷
都
し
て
お
り
、
唐
の
時
に
太
平
公
主
が
樂
遊
原
に
池
と
宮
觀
を
築
い
た
の
は
、
必
ず
や
漢
代
の
樂
遊
原
の
舊
地
で
は
な
い
こ
と
が
分

か
る
。
土
地
が
變
わ
っ
て
も
名
稱
は
古
い
も
の
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
又
金
陵
に
樂
遊

が
あ
る
。『
建
康
實
錄
』
に
「
宋
の
文
帝
の
元
嘉

二
十
一
年
七
⺼
、
甘
露
が
樂
遊

に
降
っ
た
。」
と
あ
る
。
顧
野
王
の
『
輿
地
志
』
に
所
謂
「
覆
舟
山
は
樂
遊

の
中
に
在
る
。」
と
い
う
の

は
こ
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
漢
の
武
帝
は
上
林

に
昆
朙
池
を
造
り
、
水
軍
の
演
習
を
行
っ
た
。
そ
し
て
金
陵
の
玄
武
湖
も
ま
た
昆
朙
池
と
名

附
け
ら
れ
た
。『
太
平
御
覽
』
の
引
く
『
京
都
記
』
に
「
齊
の
武
帝
は
そ
の
中
で
水
軍
の
演
習
を
行
い
、
名
附
け
て
昆
朙
池
と
言
っ
た
。」
と

あ
り
、
沈
約
の
覆
舟
山
に
登
る
の
詩
に
所
謂
「
南
に
儲
胥
館
を
瞻
て
、
北
に
昆
朙
池
を
望
む
」
と
い
う
の
は
こ
れ
の
こ
と
で
あ
る
。

�
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石
井
靖
朗
）


